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論　説

要旨
　サトイモに発生する水晶症状は、加熱後の硬さの増加、食感の低下を伴う。このため、水晶芋の自動検出が切
望されている。そこで本研究では、サトイモ水晶芋を自動検出することを目指して、二つの目的を設定した。一
つ目は、正常芋と水晶芋の硬さの違いを表す指標を見出すことである。二つ目は、正常芋と水晶芋の硬さの違い
を構成成分との関連で明らかにすることである。実験材料として、県内の加工会社より提供いただいた加熱済み
芋 18 個（正常芋 9 個、水晶芋 9 個）を使用した。形状の影響をなくすため円筒にくり抜き、一軸圧縮試験を行
い、弾性率によって評価した。また、空隙率との相関の解析から、構成成分により説明できる個体とそうでない
ものが存在し、繊維質の異方性が関与している可能性が示唆された。本研究により、正常芋と水晶芋の硬さの違
いとして弾性率は正常芋で 0.23 ± 0.11 MPa、水晶芋で 0.49 ± 0.29 MPa となり、水晶芋で弾性率が高くなった。
このことは、正常芋と水晶芋を判別するデバイスの開発にとっての指標になると期待できる。
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Ⅰ　緒　言
　サトイモに発生する水晶症状は、加熱後の硬さの増
加、食感の低下を伴う。このため加工現場では、皮む
き後と加熱処理後の 2回、硬さを確認し、水晶芋を除
去している。労力軽減と人手不足の懸念から、水晶芋
の自動検出が切望されている。
　自動検出において、まずは、加工業者が判断した水

晶芋の硬さを定量的に把握する必要がある。また、力
学的なエビデンスを与えるには、構成成分（空隙や水、
固形物）との関係を明らかにする必要がある。
　そこで本研究では、サトイモ水晶芋を自動検出する
ことを目指して、二つの目的を設定した。一つ目は、
正常芋と水晶芋の硬さの違いを表す指標を見出すこと
である。二つ目は、正常芋と水晶芋の硬さの違いを構
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成成分との関連で明らかにすることである。これらの
知見は、科学的に裏付けられた方法で、正常芋と水晶
芋を判別するデバイスの開発につながる。

Ⅱ　実験方法
1. サンプルと試験片
　実験で使用した試料は 2024 年 11 月 20 日に株式会
社中温（松山市小栗）より提供いただいたサトイモ
18 個（正常芋 9個、水晶芋 9個）である。正常芋は、
加熱殺菌後のサンプルをそのまま開封して実験に用い
た。水晶芋は、生芋の状態で提供いただき、100℃の
水で 40 分間加熱し、実験に用いた。これらサンプル
はすべて、クールインキュベーター（アズワン株式会
社、FCI-280G）の中で 20℃にて実験日 2024 年 11 月
28 日まで保管した。
　試験の方法を決めるにあたり、加工業者が手で押し
て判断している基準を定量する必要があった。そのた
め、予備検討では芋そのままに対し円筒プランジャー
を貫入させたが、安定した結果が得られなかったため、
一定形状の円筒試験片を採用した。
　円筒試験片の作製手順は以下のようにした。まず、
サトイモの平らな面を底面とし、穴の空いた板状のア
ルミニウム治具を周囲に置いたのち、カッター刃で芋
を切断することで板状の塊を準備した。その後、コル
クボーラーを用いて円筒状の試験片（直径 19.5 mm、
厚み 10 mm）を作製した。
　なお、すべての実験は独立して 2回実施し、再現性
を確認した。

2. 圧縮試験
　応力 - 変位の曲線は、変形や破壊の特性に基づいて、
硬さの指標を検討できる。一般的には、応力−ひずみ
曲線が採用されるが、加工業者が手で何ミリメートル
押すときの反力に相当するのかも重要となるため、ひ
ずみの代わりに変位に対する応力を示した。
　加工業者が芋に対し爪ほどの面積を押下するとき、
加圧方向に加え、側方に広がるように芋が圧縮される
が、押下面積が小さいときには側面方向の変形は小さ
い。よって今回は、側面変形を拘束して試験した。そ
の他に、変形のしにくさを主要な構成成分である水の
体積率や、変形しやすい空隙の体積率で説明する際、
水や空気の変形しにくさは弾性率を定義できず、体
積弾性率で定義するため、側面拘束した試験のほう
が解釈するのに都合がよい。これら二つの理由から、
アルミニウム板（厚み 20 mm）に円筒凹み（直径 20 
mm、深さ 10 mm）をつくり、そこに円筒試験片を
入れて圧縮試験した（岡田ら，2012）。
　応力−変位の曲線を得るため、卓上圧縮試験機

（MCT-2150、株式会社エー・アンド・デイ）を用い
た。圧縮の速度は 10 mm min-1、荷重の停止値は 200 
N とした。変位の停止値は目視で芋がくず状になるま
でとし、3-5 mmで試験片ごとに判断した。弾性率の
算出では、すべての試験片で負荷開始位置から直線部
分になっている部分として、変位が 5 mm増加する
部分の 2点の傾きを求めた。その後、試験片ごとにマ
イクロメーターで測定した正確な厚みを用い、弾性率
を算出した。

3. 構成成分の体積率の決定
　空気を含む等方的な材料を圧縮したとき、変位は成
分ごとの変位の和となる。また、成分の境界にかかる
内部応力が等しいとき、材料の体積弾性率の逆数が構
成成分の体積率の逆数の重み付き線形和となり、この
重みは成分の体積率となる（岡田ら，2012；Tanaka 
et al. 2014）。またポアソン比の変化が小さいとき、
弾性率は体積弾性率と比例する。バレイショでは弾性
率が空隙率と逆数的関係になることが報告されてお
り、体積弾性率のみならず弾性率も構成成分と逆数的
な相関が認められている（西津，2020）。また一般的
な材料でも、空隙の形に依存して弾性率の逆数と体積
率の間には線形あるいは非線形の関係となる。これら
は、それぞれReuss 則、Voight 則として知られる（尾
中と安藤，1999）。以上から、弾性率の逆数との相関
が期待される空隙の体積率を測定した。
　芋の空隙率を減圧や含浸で直接求めようとすると、
芋の粘着物質で阻害され、容易ではなかった。今回、
空隙率は全体から他の構成成分の体積率を引くことで
得た。空隙以外の構成成分は、8-9 割程度を占める水
に加え、1割ほどを占める固形物の 2つである。した
がって、以下の式（1）が成り立つ。

� （1）

　水と固形物の体積率の計算は式（2）を用いた。

� （2）

　ここで、 は構成成分の体積率、 は構成成分の質
量、 は構成成分の真密度、 は円筒の体積である。
固形物の質量はドライオーブン（DVS403、ヤマト科
学株式会社）にて 105℃で 24 時間乾燥させた質量と
した。水の質量は湿潤状態と乾燥状態の差から求め
た。体積 は円筒の直径と厚みから計算した。
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2. 体積率
　弾性率の逆数と空隙の体積率の相関を図 2に示す。
正常芋、水晶芋ともに空隙率と弾性率の逆数が単純に
線形の相関とはならなかった。この要因として、今回
の値が縦弾性率であり、体積弾性率ではないことが考
えられる。また、空隙の配向性がランダムの場合、構
成成分の間で応力が均一となり、線形関係が成り立つ
が実際には繊維や管が配向を有し、配向に対してどの
角度で圧縮したかで線形関係から逸脱した可能性があ
り、今後の課題である。
　本研究により、正常芋と水晶芋の硬さの違いとして
弾性率は正常芋で 0.23 ± 0.11 MPa、水晶芋で 0.49 ±
0.29 MPa となり、水晶芋で弾性率が高くなった。こ
のことは、正常芋と水晶芋を判別するデバイスの開発
にとっての指標になると期待できる。

Ⅲ　結果と考察
1. 圧縮試験
　円筒サンプルの応力 - 変位曲線を図 1に示す。正常
芋すべてが変位リミッターで停止し、水晶芋のすべて
が荷重リミッターで停止した。これは正常芋では負荷
が急増したあとにおよそ変化しなくなり、治具の隙間
から芋のくずが流出し円筒の形が維持できなかったこ
とと対応し、水晶芋では治具の隙間からは水のみが流
出し、円筒の形を保ったまま急激に負荷が増加したこ
とと対応した。

　初期変位は図 1挿入図で拡大して示した。正常芋、
水晶芋ともに線形の領域が確認でき、初期は弾性的な
性質を示していると考えられる。弾性率は正常芋で
0.23 ± 0.11 MPa、水晶芋で 0.49 ± 0.29 MPa と水晶
芋で有意に高かった（p<0.05）。弾性率は現場で判断
された正常芋と水晶芋の違いのうち、硬さを定量する
指標として適していると言える。

図 2　�弾性率の逆数と空隙の体積率の相関（固形物の真密度を 1.4 g cm-3 としたとき）
Fig. 2  �Relationship between the reciprocal of Young’s modulus and volume fraction of air (when assuming the true 

density of solid matter is 1.4 g cm-3).

図 1　応力 - 変位曲線　 青、赤はそれぞれ正常芋（n=9）と水晶芋（n=9）
Fig. 1  �Stress-displacement curve. Blue and red lines indicate the normal (n=9) 

and crystalline (n=9) taro, respectively.
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論　説

要旨
　愛媛大学では、2022 年から「マルチスピーシーズ・キャンパス」をビジョンに掲げた取組を実施している。
本稿は、その取組の一つである、キャンパスでの循環型畑づくり（エディブル・キャンパス）をめぐるこれまで
の取組を整理し、特に有機資源の堆肥化を通じた可能性と課題を、土壌分析の結果に基づいて考察することを目
的とする。
　土壌分析により、有機資源（雑草、生ごみ）の堆肥化が土壌の化学性・生物性を向上させる効果が科学的に実
証された。特に、雑草堆肥は有機物・カリウム・リン酸を、生ごみ堆肥は窒素・微生物活性を供給し、両者の組
み合わせが土壌改善に有効であることが示唆された。
　以上を踏まえ、これまでの実践から見えてきた可能性として、循環型畑づくりの実践は、専門性や立場を超え
た協働を生み出し、学際・超学際を促すバウンダリー・オブジェクトとして機能しうることを示した。今後の課
題として、慣行栽培と有機栽培の比較実験、キャンパス内外の有機資源のさらなる堆肥化実験、コモンズとして
の畑の持続的な管理のしくみ構築が必要であることを指摘した。

マルチスピーシーズ・キャンパスに向けた循環型畑づくり
－土壌分析からみた有機資源活用の可能性と課題－

　　　　　　　　　　島　上　宗　子＊（地域資源マネジメント学科）
　　　　　　　　　　甲　斐　貴　光（人間環境大学総合環境学部フィールド自然学科）
　　　　　　　　　　笠　松　浩　樹（地域資源マネジメント学科）
　　　　　　　　　　ルプレヒト・クリストフ（環境デザイン学科）
　　　　　　　　　　竹　島　久美子（地域資源マネジメント学科）

　　　　　　　　　　＊責任著者

Growing a Multispecies Campus through Circular Farming : 
Soil Analysis Reveals Potential and Challenges of Organic Resource Utilization

Motoko SHIMAGAMI ＊（Regional Resource Management）

Takamitsu KAI（�Department of Field Natural Science, Faculty of Sustainability 
Studies, University of Human Environments）

Hiroki KASAMATSU（Regional Resource Management）

Christoph D.D. RUPPRECHT（Environmental Design）

Kumiko TAKESHIMA（Regional Resource Management）

＊ Corresponding author　　　　　

キーワード：マルチスピーシーズ、持続可能性、堆肥化、エディブル・キャンパス
Keywords: multispecies, sustainability, composting, edible campus

【原稿受付︰2025 年 7 月 14 日　受理・採録決定︰2025 年 8 月 1 日】
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1. はじめに
　気候変動、自然災害、生物多様性の減少、マイクロ
プラスチック汚染など、私たちの環境をめぐる状況は、
その深刻さと複雑さを増している。地球環境問題を論
じる際に常に掲げられてきた「持続可能性（サステナ
ビリティ）」の概念は、はたして現代において有効な
のか。単一種としての人類が地球環境を著しく変容さ
せたことへの危機感から、人類以外のあらゆる生物種
との関係性と相互作用を視野に入れた「マルチスピー
シーズ」研究が進められてきた（Haraway 2007：
Kohn 2013：Tsing 2015：奥野編 2021）。ルプレヒト
らは、従来の「持続可能性」は人間中心の偏狭な資源
利用主義に基づく考え方だとし、人類以外の多様な生
物種との関係性や行為主体性を重視する「マルチス
ピーシーズ・サステナビリティ」を提唱している。マ
ルチスピーシーズ・サステナビリティは「現在のすべ
ての種が多様で、変化し、相互依存的なことを認識
し、互いの不可分のニーズを満たすと同時に、すべて
の種の将来世代が自らのニーズを満たす能力を高める
こと」と定義される（Rupprecht et al. 2020）。
　愛媛大学では、ルプレヒトらを中心に、2022 年か
ら「愛大マルチスピーシーズ・キャンパス」を目指し
た取組を実施している。「全ての生き物が共に創る、
全ての生き物が共生できるキャンパス」づくりに取り
組むことで、「地域の灯台」として持続可能な未来社

会のシンボルを地域に示すことを目指し、全学的に導
入されたビジョンである（図 1）。
　具体的な取組としては、本稿で取り上げるエディ
ブル・キャンパスの実践の他、キャンパス内の微気
象調査、植生調査、生き物調査、蜜源調査、ニホン
ミツバチの巣箱設置（愛媛大学付属高等学校との連
携）、様々なワークショップやフォトコンテストの実
施、「木と話そう」プロジェクト、インセクトホテル
の設置（松山しののめ認定こども園との連携）、マル
チスピーシーズ・キャンパスのデザイン・ビジョンの
作成（アオイランドスケープデザイン合同会社との協
働）、ビオトーブづくり（農学部食堂裏の池）、さらに
は他大学・団体へのフィールド調査（兵庫県淡路景
観園芸学校、牧野植物園、香川大学、武蔵野大学有
明 rooftop コモンズ、せせらぎ農園、循環生活研究所、
菌ちゃんふぁーむ他）など、多岐にわたる活動が展
開されている（ルプレヒト研究室 HP：Yoshida and 
Rupprecht 2025）。
　本稿では、マルチスピーシーズ・キャンパスを目指
した活動の一つである「エディブル・キャンパス」、
すなわちキャンパス内外の有機資源を活かした循環型
畑づくりの取組を取り上げる。社会共創学部の農山漁
村マネジメントコースの教員・学生らが 2020 年に開
始した本活動は、マルチスピーシーズ・キャンパス構
想との連動を機に、学科・学部を超えた取組へと拡が

図 1　 2022 年に全学的に導入された「愛大マルチスピーシーズ・キャンパス」ビジョン
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り、2021 年度からは、城北キャンパスの北西角にあ
るプールの南側空き地の一角を実践地とした。プール
の南側空き地は、毎年前期、教育学部が授業の一環で
野菜栽培（化学肥料を使った慣行栽培）をしており、
その西側半分（以下、プール南西実践地）を使用でき
ることとなった。
　プール南西空き地は、ミント、ドクダミ、ヨモギ、
ヤブカラシなどが繁茂し、草を刈り、耕すと土中から
防草シート、石、陶器、ガラスの欠片などが現れた

（写真 1）。2021 年度は、ここに畝を立て、化学肥料
等の施肥は行わず、刈り取った草を敷く形のみで、ど
こまで栽培が可能かを試みた（写真 2）。
　教育学部による野菜栽培は、前期で終了するため、
後期は東側半分（以下、プール南東実践地）も借り受
け、秋冬作の栽培を行った。
　第 4 節で取り上げる土壌分析は、このプール南西と
南東の実践地を対象としている。

2.2 作物栽培
　プール南西実践地では、原則として以下の方針で畑
づくりを進めた。1）化学肥料、農薬、除草剤は使用
しない、2）固定種の種を可能な限り手に入れ、種か
ら育て、採種も実践する、3）キャンパス内外にある
身近な有機物（雑草、落ち葉、生ごみ等）を活用し、
堆肥化を試みる。これらを通じて、持続可能な資源循
環と自給を実践的に学ぶ場とすることを目指した。
　 2021 年度は、「農山漁村概論」の履修学生らが栽培
計画を立て、ヒマワリ、神田四葉胡瓜、ベニイロ赤オ
クラ、ホーリーバジル、鷹の爪とうがらし、大豆（ア
オジ）、カブ、フレンチマリーゴールドを播いた。また、
熱帯作物であるパパイヤとバナナの苗も環境適応性の
観察を目的として植え付けた。
　ヒマワリ、胡瓜、オクラ、バジルはまずまずの出来

り、多様な連携を生み出し始めている。
　本稿の目的は、キャンパスでの循環型畑づくりをめ
ぐるこれまでの取組を整理し、特に有機資源の堆肥化
を通じた可能性と課題を、土壌分析の結果に基づいて
考察することである。
　以下、まず第 2 節で、これまでのキャンパスにおけ
る循環型畑づくりの取組を城北キャンパス・プール南
側での実践を中心に整理する。第 3 節では堆肥づくり
の概要について述べ、第 4 節で土壌と堆肥の比較分析
の内容と結果を論じる。以上を踏まえ、これまでの取
組から見えてきた課題と可能性を整理し、結びとした
い。

2. キャンパスでの循環型畑づくり : プール南側の実
践地を中心に

2-1. キャンパスに実践地を確保する
　循環型畑づくりを目指した試みは、「マルチスピー
シーズ・キャンパス」が始動する 2 年前の 2020 年度
に遡る。新型コロナの拡大により、キャンパスへの入
構制限がかかり、全面オンライン授業となる中、社会
共創学部地域資源マネジメント学科農山漁村マネジメ
ントコースの教員らが、資源循環と自給を実践的に学
ぶ教育の場づくりとして、農学部演習林東野試験地の
一角の使用許可を受け、大豆栽培を開始した。対面授
業が叶わない中、前期は主に教員らが自主的に栽培を
続けた。対面授業や実習が可能となっていた後期は、

「農山村資源管理実践」科目（3 年次）での大豆の発
酵食品づくり（味噌、テンペ、納豆）、「農山漁村概論」

（1、2 年次）の一部のコマを活用した大麦・裸麦栽培
を東野試験地にて行った。
　東野試験地は城北キャンパスから 4 キロ弱の距離に
あり、学生が随時観察し、作業するには不便であるこ
とから、城北キャンパス内での畑づくりの可能性を探

写真 1　プール南西実践地、初期の状況（2021/5/19） 写真 2　ブール南西実践地、草刈後（2021/6/3）
写真右側の畝とナスは教育学部学生が栽培中のもの
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となったが、その他は、ほぼ収穫には至らなかった。
パパイヤは枯れたが、バナナは冬越しし、実をつけ、
現在にいたるまで株を増やしている（写真 3、4）。
　後期は、「農山漁村概論」の履修学生らが教育学部
の栽培跡地（プール南東側）も畝立てし、秋冬作物

（みの早生大根。ミズナ紅法師、イタリアンパセリ、
ニューアジアほうれん草、時なし三寸にんじん、亀戸
大根、愛知白菜、浅黄九条ネギ、じゃがいも）を播種
した（写真 5）。

写真 5　秋冬はプール南東側も借りて実践（2021/10/8）

2.3. レイズドベッドの導入と堆肥づくり
　プール南側実践地は、「農山漁村概論」の履修学生
計約 30 名が作業するには手狭であり、キャンパス内
に新たな実践地を探した。2022 年度からは「マルチ
スピーシーズ・キャンパス」が始動し、社会共創学部
棟南側にも実践地が得られた。プール南側空き地での
1 年間の実践結果から、キャンパスの空き地で化学肥
料を使わずに野菜栽培をするには、何らかの有機堆肥

を活用した土づくりが不可欠と思われた。
　そこで、雑草や落ち葉などキャンパス内の有機資源
を活かした堆肥づくりを実験しつつ、堆肥が完成する
までの当面の対応として、実践地ではレイズドベッド
を使った栽培を試みることとなった。約 1 メートル四
方の木枠を学生たちと作成し、その中に、園芸用土と
腐葉土を混ぜこんだ土を入れた。園芸用土には天然の
有機資源のみで作られているという「金の土」（株式
会社カネア）を使用した（写真 6）。
　 2022 年度以降の栽培は表 1 のとおりである。いず
れも収穫まで至ったものの、夏休みに入ると管理が滞
り、放置されるという課題も残った。なお、購入した
園芸用土を入れたのは 2022 年度のみで、以降は、自
分たちで作成した堆肥を混ぜ込む形で栽培した。

写真 3　�ヒマワリ、オクラ、バナナなどが成長したプー
ル南西実践地の様子（2021/9/9）

写真 4　実をつけたバナナ（2024/8/16）

写真 6　 �2022 年度はレイズドベッドで栽培（写真手
前側）。写真奥側は教育学部の学生たちの畝

（2022/6/27）
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3. 堆肥づくり実験
3-1. 雑草堆肥
　最初にとりかかったのは、プール南西実践地で刈り
集めた雑草を活かした雑草堆肥づくりである。2021
年度から開始した。日本の農山村にはかつて「草の口
あけ」という言葉が存在したほど野山の草は重視され、
堆肥としても活用されていた（島上 2022）。そうした
経験をより深く理解するとともに、除草剤が定期的に
散布され、廃棄物として処分されているキャンパスの
雑草を堆肥化することで畑に循環させて活かしたいと
考えた。無農薬、無肥料、除草剤不使用を原則とする
自然農、自然栽培の実践者の間では「雑草堆肥」は比
較的広く実践されており、さまざまな方法が動画等で
発信されていた。それらを参考に、筆者らは以下のよ
うにすすめた。
（1）�学生たちと刈り取った草を木枠の中に集め、足

で踏み込む。ジョウロで軽く水をかけ、米ぬか
をふりかける。

（2）�その上にさらに草を載せて踏み込み、（1）同様
の作業を 2 ～ 3 回繰り返し、草と米ぬかを層状
にする。

（3）�枠の高さ近くまで踏み込んだら、草が隠れる程

度に土をかけ、ビニールシートをかぶせ、雨を
避け水分が安定するようにする。

（4）�2 週間程度たったら、全体を切り返し、空気を
いれる。その後 1 カ月ごとに様子を見ながら切
り返し、全体が土状に分解されるまで繰り返す。

　 2021 年 6 月に始めた際は、3 日後にはビニールシー
トの裏側に水滴がつき、中心部の温度は 60 度近くま
でに上がっていた。2 週間後、切り返した際には、白

表 1　城北キャンパス・プール南側実践地での野菜栽培

写真 7　刈った草を木枠の中に集め、踏み込む
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いカビがついていることが確認され、木枠にはワラジ
ムシが大量に発生していた。その後、月 1 回程度 2 ～
3 カ月切り返した後はビニールシートをかけたまま放
置した。翌年 3 月には土状になっていた（写真 7、8、
9）。
　こうした雑草堆肥づくりを草刈の後、草がたまると
随時行った。土状になった雑草堆肥は適宜、畑に加え
る形で活用した。

3-2. 生ごみ堆肥（ダンボール・コンポスト）
　家庭や生協の食堂から廃棄される生ごみ（食品残
渣）も循環しうる有機資源である。キャンパス内の資
源循環という意味では、生協食堂からの生ごみの堆肥
化が望まれるが、まずは、小規模で家庭でも手軽にで
きるダンボール・コンポストで、生ごみの堆肥化を試
みた。
　ダンボール・コンポストも様々な方法がインター
ネット等で公開されている。筆者らは、神奈川県相模
原市が公開している資料を参考に以下のように行った

（相模原市資源循環推進課）。
（1）�ダンボール箱（10 キロ用みかん箱のような厚

いもの）のふたを立て、四隅をガムテープで補
強し、ダンボール箱の底に新聞紙を敷く。

（2）�腐葉土（約 10 リットル）と米ぬか（約 1 キロ）、
あればもみ殻燻炭（約 100 グラム）をよく混ぜ、
ダンボールに投入する（攪拌を容易にするため、
筆者らは大きめの洗濯ネットに入れてからダン
ボールに入れた）

（3）�ベランダなどの雨の当たらない場所にブロック
などを土台にして、ダンボールをおく（風通し
をよくする）

（4）�日々、生ごみ（肉の骨や貝殻は除く）を入れて
かき混ぜる。温度が上がらない場合は、米ぬか

を適宜足す。虫よけに布を被せる（写真 10）。
　以上を繰り返し、2 ～ 3 カ月後、混ぜにくいほどの
量となったら、畑の隅で休ませた。
　ダンボール・コンポストは夏場に虫がわくこともな
く、嫌な臭いもほぼせず、結果として可燃ごみは大幅
に削減された。野菜の切れ端などはほぼ分解され、卵
の殻のみ若干目につく程度となった（写真 11）。第 4

写真 8　 �2 週間ほどすると、中心部は 60 度弱まで温度が
上がり、白いカビ状のものが観察された

写真 9　半年ほどすると分解が進み、土状になった

写真 10　ダンボールコンポスト

写真 11　生ごみ堆肥
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節で比較素材としたのは、こうして作成した雑草堆肥
と生ごみ堆肥（ダンボール・コンポスト）である。

3-3. キャンパス内の落ち葉からの腐葉土
　キャンパス内に溢れる落ち葉活用の可能性を検討し
ていたところ、本学の業務支援室が、キャンパス内の
落ち葉を集め、プールの北側の空き地にて腐葉土をつ
くっていることがわかった。
　業務支援室職員と学生補助員らがキャンパス内の落
ち葉および刈草を集めて運び入れ、山状に積み上げ、
農学部附属農場から出た米ぬかを混ぜ、ビニールシー
トを被せて時折攪拌しながら熟成させていた。山状の
底辺・中心部はすでに分解が進み、黒い腐葉土となっ
ていた（写真 12）。2024 年度からはこの腐葉土をプー
ル南側実践地での堆肥づくり、土づくりに活用してい
る。また、農学部附属農場の米ぬかを一部わけてもら
うこととなった。

写真 12　キャンパス内の落ち葉を積んで熟成中の腐葉土

3-4. 愛大周辺のその他の有機物の活用
　愛大にある有機物として、馬術部の馬糞を活用した
堆肥づくりを学生が検討し、2024 年度に実践した。
馬糞、腐葉土、米ぬかを混ぜ、稲藁で覆い、その上か
らビニールシートをかけ、時折切り返す方法をとって
いた。冬場はなかなか温度が上がらず、発酵・分解が
進んでいなかったが、半年あまりたった現在は、かな
り分解が進んでいる。
　この他、コーヒーかす、河川敷のカヤ等の活用など
の実験も進行中である（徳島剣山世界農業遺産支援協
議会編 2018）。
　これらの作成した堆肥の効果について、なんらかの
計測・評価方法がないかと検討する中で、資源循環型
農業と土壌分析を専門とする甲斐貴光（人間環境大
学）の協力を得ることができ、土壌と堆肥成分の比較
分析を実施した。次節では、その分析内容と結果をみ
ていきたい。

4. 土壌および堆肥の比較分析
4-1. 土壌分析
　本稿で分析の対象とするのは、有機資材（雑草堆肥
など）のみを投入して野菜栽培してきた「プール南
西実践地」と、主に慣行農法で野菜栽培をしてきた

「プール南東実践地」から採取した土壌（主な履歴に
ついては表 1 参照）、および、「雑草堆肥」と「生ごみ
堆肥」である。2024 年 10 月 16 日、春夏作が終わっ
た後の土壌と、堆肥を採取した。
　環境負荷を低減しつつ持続可能な農業を実現するた
めの取り組みが求められている中、有機資材の利用は、
土壌の化学性や肥沃度を改善し、化学肥料に依存しな
い栽培方法を確立するための有力な手法として注目さ
れている。しかし、有機資材の施用が土壌の性質に具
体的にどのような影響を与えるのかについては、十分
に解明されていない点が多い。特に、土壌中の化学性

（栄養塩類の濃度や pH など）および生物性（土壌微
生物の活動や窒素循環の活性）の変化に関する研究は
限定的である。本節では、雑草堆肥を使用した「プー
ル南西実践地」（以下、「有機栽培区」）と化学肥料を
使用した「プール南東実践地」（以下、「慣行栽培区」）
の土壌の化学性と生物性の違いを比較し、堆肥施用が
土壌の肥沃度および栽培環境に及ぼす影響を明らかに
する。また、生ごみ堆肥については、雑草堆肥との成
分比較を通じて、将来的な利用の可能性を検討する。
これにより、持続可能な農業における土壌管理のため
の指針を提供することを目指す。

4-2. 材料と方法
1）土壌の化学性
　「慣行栽培区」と「有機栽培区」の畑地の土壌サンプ
ルについては、地表面から数センチメートルの土壌
を削り取った後、深さ 15 センチメートルまでの土壌
を採取した。土壌の化学性に関する測定項目は、全
炭素（Total Carbon：TC）、全窒素（Total Nitrogen：
TN）、全リン（Total Phosphorus：TP）、全カリウ
ム（Total Potassium：TK）、C/N 比、 硝 酸 態 窒 素

（NO3−-N）、アンモニア態窒素（NH4+-N）、可給態リ
ン酸、交換性カリウム、pH、電気伝導率（Electrical 
Conductivity：EC）、体積含水率である。各項目の
測定は標準的な分析手法に基づいて実施した。たと
えば、TC および TN は元素分析装置を用いて測定
し（Jones, 2015）、可給態リン酸および交換性カリ
ウムはブレイ法に従って抽出・測定した（Blake & 
Hartge, 1986）。また、pH および EC は、土壌懸濁液

（1：5, 土壌：水）を用いて測定した（Hendershot et 
al., 2008）。
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2）土壌の生物性
　土壌の生物性に関する測定項目は、総細菌数、ア
ンモニア酸化活性（NH4

+ → NO2
−）、亜硝酸酸化活性

（NO2
−→ NO3

−）、窒素循環活性評価値、リン循環活性
評価値である。土壌中の窒素有機物は、土壌微生物の
働きにより以下の分解過程を経て硝酸態窒素に変換さ
れることが知られている。タンパク質 → ペプチド → 
アミノ酸 → アンモニア態窒素（NH4

+） → 亜硝酸態
窒素（NO2

−） → 硝酸態窒素（NO3
−）である。本研究

では、この過程のうち、アンモニア酸化活性および亜
硝酸酸化活性を測定することで、土壌中の窒素循環の
進行状況を評価した。総細菌数の測定には、土壌中か
ら微生物の DNA を抽出し、環境 DNA（eDNA）解
析法を用いて正確かつ簡便に測定した（Aoshima et 
al., 2006）。
　さらに、アンモニア酸化活性、亜硝酸酸化活性、総
細菌数の値を基に三角形のレーダーチャートを作成
し、土壌が持つ窒素有機物から硝酸態窒素へ変換する
能力を「窒素循環活性評価値」として定量化した。こ
のレーダーチャートでは、三角形の面積が大きいほど
土壌中の窒素循環が活発であることを示し、逆に面積
が小さい場合は微生物数が少なく、分解が進んでいな
いことを示す。また、リン循環活性評価は、土壌中の
リンの変換能力を評価するため、特に微生物の影響を
考慮し、フィチン酸を代表とする有機リン化合物の分
解活性を基に実施した。

3）雑草堆肥と生ごみ堆肥
　本稿 3-1、3-2 にある手順で製造された雑草堆肥およ
び生ごみ堆肥の成分分析を実施し、測定項目として全
炭素（TC）、総細菌数、全窒素（TN）、全リン（TP）、
全カリウム（TK）、および炭素と窒素の比率（C/N
比）を設定した。分析には標準的な測定手法を採用し、
成分の比較を通じて、それぞれの堆肥の特性を明らか
にした。

4-3．結果
1）土壌の化学性の結果
　土壌の化学性に関する分析結果を表 2 に示す。「有
機栽培区」の土壌における全炭素（Total Carbon：
TC）、全窒素（Total Nitrogen：TN）、全リン（Total 
Phosphorus：TP）の各含量は、「慣行栽培区」と比較
して、それぞれ約 4.0 倍、約 3.5 倍、約 1.5 倍高い値を
示した。また、「有機栽培区」の可給態リン酸、交換
性カリウム、電気伝導率（Electrical Conductivity：
EC）の各含量は、「慣行栽培区」に比べて、それぞれ
約 1.6 倍、約 8.0 倍、約 1.8 倍高かった。
　これらの結果は、「有機栽培区」で施用された雑草

堆肥が、土壌中の有機物量を増加させるとともに、栄
養塩類（特にカリウムとリン酸）の供給源として機能
したことを示唆している。特に、交換性カリウムの大
幅な増加は、堆肥中に含まれるカリウム成分の直接的
な供給による可能性が高い。一方、「慣行栽培区」の
低い値は、堆肥を施用しない条件下での栽培による影
響と推察される。さらに、「有機栽培区」での EC 値
の増加は、堆肥の施用に伴う土壌溶液中の溶解塩濃度
の上昇を反映している可能性がある。このことは、有
機栽培において適切な施肥量と施肥方法を選択する重
要性を示している。
　これらの結果は、有機資材の施用が土壌の化学性に
与える具体的な影響を明らかにするものであり、持続
可能な農業における土壌管理の一助となる知見を提供
するものである。特に、雑草堆肥の利用は、土壌の肥
沃度を向上させる有効な手法であることが示された。

2）土壌の生物性の結果
　総細菌数および窒素・リン循環活性評価に関する分
析結果は、表 3 に示す。また、「慣行栽培区」と「有
機栽培区」における窒素循環活性の比較を示すレー
ダーチャートは図 2 に、リン循環活性評価値の比較
は図 3 に示す。「有機栽培区」の土壌における総細菌
数、窒素循環活性評価値、リン循環活性評価値は、「慣
行栽培区」と比較して、それぞれ約 1.7 倍、約 3.2 倍、

12,400 49,800

884 3,060

1,110 1,720

3,790 3,690

14.0 16.3

0 1

1 1

745 1,190

56 450

6.8 6.4

0.08 0.14

11 19

表 2　土壌の化学性に関する分析結果

表 3　�総細菌数と窒素・リン循環活性評価に関する分析
結果

1.5 2.5

76 63

13 75

11 35

3 15
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約 5.0 倍高い値を示した。これらの結果は、「有機栽
培区」における雑草堆肥の施用が、土壌中の有機物量
を増加させ、それが微生物の活性を促進したことを示
唆している。特に、窒素循環活性評価値の大幅な上昇
は、堆肥中の有機窒素が微生物活動を通じて効率的に
硝酸態窒素へ変換されていることを示している。また、
リン循環活性評価値が高い値を示したことは、堆肥中
の有機リンが土壌微生物の作用により無機リンに変換
され、植物が利用可能な形態として供給されている可
能性が高い。一方で、「慣行栽培区」の土壌では、総
細菌数および循環活性評価値が低い結果となった。こ
れは、化学肥料中心の施肥により、土壌中の有機物供
給が限定的であったため、微生物の活動が制限された
ことが原因と考えられる。また、微生物が利用可能な
炭素源が不足することで、窒素およびリンの循環が十
分に進行しなかったことが示唆される。
　これらの結果は、有機栽培における堆肥施用が、土
壌中の微生物多様性および機能を活性化し、土壌の生
物性を向上させることを示している。また、窒素およ
びリンの循環活性が高いことは、持続可能な土壌管理

の観点からも重要であり、有機栽培が化学肥料依存型
の栽培に比べて環境に優れた選択肢である可能性を示
唆している。

3）雑草堆肥と生ごみ堆肥
　雑草堆肥と生ごみ堆肥に関する分析結果を表 4 に示
す。生ごみ堆肥の総細菌数、および全炭素、全窒素、
全リン、全カリウムの各含量は、雑草堆肥と比較して
それぞれ約 11.1 倍、約 4.4 倍、6.8 倍、5.4 倍、約 5.9
倍と高い値だった。成分分析の結果、雑草堆肥は全炭
素、全窒素、全リン、全カリウムの各含量が生ごみ堆
肥と比較して低い値を示した。一方で、C/N 比は雑
草堆肥の方が高く、これは堆肥化過程において炭素の
分解が進んでいないことを示唆している。総細菌数は
生ごみ堆肥で高い値を示し、発酵促進剤として添加し
た米ぬかが微生物活性を向上させた可能性が考えられ
る。
　これらの結果から、雑草堆肥は炭素含量が高く、土
壌の有機物供給源として有効である一方、生ごみ堆肥
は窒素や微生物活性が豊富で、速効性の肥料として利
用可能であることが示唆された。これにより、両者を
適切に組み合わせることで、土壌の化学性および生物

図 2　窒素循環活性のレーダーチャート
（a）「慣行栽培区」、（b）「有機栽培区」

図 3　リン循環活性評価値

表 4　雑草堆肥と生ごみ堆肥に関する分析結果

3.1 34.4

60,000 264,000

3,590 24,400

2,730 14,700

3,740 22,000

16.7 10.8
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性を効果的に改善する可能性があると考えられる。

4-4．考察
　本研究の結果から、雑草堆肥と生ごみ堆肥が土壌の
化学性および生物性に与える影響について、いくつか
の重要な知見が得られた。まず、雑草堆肥を施用した

「有機栽培区」では、土壌中の有機物量（全炭素、全
窒素、全リン）や栄養塩類（可給態リン酸、交換性カ
リウム）が顕著に増加したことが確認された。この結
果は、雑草堆肥が土壌の肥沃度を向上させる有効な手
段であることを示唆しており、特にカリウムとリン酸
の供給源として機能したことが分かる。特に、交換性
カリウムの大幅な増加は、堆肥中に含まれるカリウム
成分が直接的に供給されたことを反映しており、堆肥
施用が土壌の栄養供給において重要な役割を果たすこ
とを示している。
　土壌の生物性に関しても、「有機栽培区」での窒素
循環活性およびリン循環活性の向上が観察された。こ
れにより、雑草堆肥が土壌中の微生物活動を活性化し、
窒素やリンが効率的に循環していることが示された。
特に窒素循環活性の向上は、堆肥中の有機窒素が微生
物の活動を通じて硝酸態窒素に変換される過程が効率
的に進行していることを示しており、これにより作物
が利用できる形態で栄養素が供給される可能性が高い。
　一方で、生ごみ堆肥は、総細菌数や窒素、リン、カ
リウムの各含量が雑草堆肥よりも高いことが確認され
た。これは、生ごみ堆肥が窒素や微生物活性が豊富で
あり、速効性の肥料として利用可能であることを示し
ている。さらに、C/N 比が雑草堆肥よりも低いこと
から、生ごみ堆肥の炭素はすでにある程度分解されて
おり、速やかに土壌に供給されることが予想される。
雑草堆肥は炭素含量が高く、土壌の有機物供給源とし
て有効であり、長期的な土壌改良に寄与する可能性が
高い。
　また、雑草堆肥と生ごみ堆肥の適切な組み合わせに
より、土壌の化学性および生物性を効果的に改善でき
る可能性がある。雑草堆肥は長期的な土壌改良を促進
し、生ごみ堆肥は速効性の肥料として即効的な栄養供
給を行うため、両者を組み合わせることで、よりバラ
ンスの取れた土壌管理が可能となると考えられる。

5．おわりに
　本稿では、「愛大マルチスピーシーズ・キャンパス」
の実現に向けた取り組みの一つとして、循環型畑づく
り（エディブル・キャンパス）に焦点を当てた。特に、
キャンパス内外の有機資源を堆肥化する可能性と課題
について、土壌分析の結果に基づいて考察した。
　土壌分析では、雑草堆肥と生ごみ堆肥が土壌の化学

性および生物性に与える影響を比較し、堆肥施用が土
壌の肥沃度および微生物活性を向上させる効果がある
ことを確認した。具体的には、雑草堆肥は土壌中の有
機物量を増加させ、特にカリウムとリン酸の供給源と
して機能し、土壌の肥沃度を向上させることが示され
た。一方、生ごみ堆肥は速効性の肥料として、窒素や
微生物活性が豊富であり、土壌の即効的な栄養供給を
促進することが確認された。両者を適切に組み合わせ
ることで、土壌の化学性および生物性を効果的に改善
できる可能性があり、持続可能な農業における土壌管
理において有効な手法となりうると示唆された。
　試行錯誤で進めてきたキャンパス内外の有機資源の
堆肥化が、土壌分析から効果があることが科学的デー
タで実証され、雑草堆肥と生ごみ堆肥の特性と活用方
法が示されたことは、今後の実践の指針となった。
　以上の知見を踏まえ、これまでの循環型畑づくり実
践から見えてきた可能性と課題を整理し、本稿の結び
としたい。
　第一に、学際的・超学際的連携を促す「バウンダ
リー・オブジェクト」としての循環型畑づくりの可能
性である。農山漁村マネジメントコースの授業の一環
としてはじめた循環型畑づくりは、マルチスピーシー
ズ・キャンパス構想へと連動し、学科・学部を超えた
全学的な取組へとつながった。土壌分析を専門とする
甲斐との共同研究も、この循環型畑づくりが異なる背
景や専門性を持つ個々人が共通の目的のために協力
し、相互理解を深める効果的な「バウンダリー・オブ
ジェクト」（Star and Griesemer 1989）として機能す
ることを示している。本稿では触れていないが、これ
までの取組を通じて、愛媛県内外の農家、近隣の幼稚
園や小学校・高校との連携、そして同様の取組を進め
る他大学とのネットワークが生まれている。さらに、
堆肥づくりの実践過程は、通常であれば嫌悪もしくは
関心を向けないムシや雑草や微生物が役割を果たして
いることを実感する場となった。その意味において、
本活動は学際・超学際といった領域を超え、「マルチ
スピーシーズ」な連携をも促しうるバウンダリー・オ
ブジェクトとみなせるだろう。つまり本取組が、異な
る専門性・関心をもつ人々、さらには多様な生き物を
橋渡しする象徴的な実践になりつつあるといえる。
　第二に、身近な有機資源の堆肥化のさらなる実践と
栽培実験の必要性である。土壌分析により、有機資源
の堆肥化の効果が明らかとなったものの、現在の取組
は極めて小規模なものにとどまっている。キャンパス
内には、雑草や生ごみなど有機物が、まだ大量に廃棄
されている現状がある。関心を持つ学生団体（SDGs
学生推進室「だいだい」、ECO キャンパスサボーター
など）や個人とゆるやかに連携しながら、実践の仕組
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みをいかに作っていけるかがこれからの課題といえ
る。また、土壌分析ではより低い数値が表れたものの、
毎年化学肥料を投入している「慣行栽培区」での栽培
は、「有機栽培区」よりも安定的な収穫をあげている
ように観察される。「有機栽培区」では固定種や自家
採取した種から栽培していることなどの影響も考えら
れる。今後はより詳細に記録し、比較を行っていきた
い。
　第三に、コモンズとしての循環型畑の管理をめぐる
課題である。キャンパス内の循環型畑は、学生と教職
員に利用・管理が委ねられたコモンズである。多様な
主体が関わり、特に年次ごとに世代交代していく学生
が中心となる中、いかに持続的な利用・管理の仕組み
と体制を構築していけるかが重要な課題となる。これ
は、地域の土地・資源管理にも多くの共通点を持つ現
代的課題といえるだろう。
　愛媛大学における「マルチスピーシーズ・キャンパ
ス」を目指した循環型畑づくりは、小規模ながらも、
さまざまな今日的課題を実践的に学ぶ場として、多様
な連携を育んできた。今後も、学際的、超学際的、そ
してマルチスピーピーズな連携を楽しみながら、研
究・教育・実践を深化させていきたい。
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論　説

要旨
　本研究では、2021 年から新たに開始され、中山間部で実施されるにもかかわらず、数多くの来場客を獲得す
るＩマルシェを対象として、参加する人々の特徴やその人的ネットワーク形成に着目して「Ｉマルシェ」が継続
展開される要因を明らかにすることを目的とした。近年、マルシェは地域活性化の手段の一つとして注目を集め
ているが、一般的には都市中心部で行われる傾向にある。本研究が対象としたＩマルシェは交通利便性での不利
はありながら、主催者のＡ氏が河之内地区へ貢献する一つの手段として開催され、Ａ氏を中心とする人的ネット
ワークの拡大を通じて出店者が増加した。
　Ｉマルシェが継続的に展開される背景には、Ａ氏自身の河之内地区への強い思い入れ、人的ネットワークの形
成を目的とした出店者の参加、同じプラットフォーム（SNS）を利用する出店者の存在、地元住民の理解および
Ａ氏と地元住民の良好な関係、という大きく 4 つの要因が存在するものと考えられる。それらの要因からＩマル
シェは地元住民を巻き込んだ新たなマルシェの性質をもつことが明らかになった。

1．はじめに
　商店街の衰退など、とくに地方都市中心部の商業機
能の衰退に対しては、コンパクトシティや観光まちづ
くりといったハード面での整備の動きが進められてき
た（古池，2018；嶽山ほか，2023）。また、フェスな
どイベントを開催することで地域へ人を集めようとす
る動きもみられる。こうした動向に加えて、近年では
特定の店舗を持つ従来の商業形態からキッチンカーや
定期的にイベントに出店し実店舗を持たない商業形態

への移行が一部で起こっている（秋月ほか，2020）。
　まちづくりの新たな取り組みの一つとして、フラノ
マルシェや瀬戸内ハンドメイドマルシェといった「マ
ルシェ」と呼ばれるイベントが各地で展開されてい
る。日本で行われるマルシェは、2009 年に農林水産
省が主導した「マルシェ・ジャポン・プロジェクト
（仮設型直売システム普及事業）」を発端に全国で開催
されるようになったとされる（豊嶋ほか，2015）。当
初のマルシェは、大都市における農産品の直売といっ
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た朝市や直売市のような農作物販売が中心に行われて
いた。その後、農産品にとどまらずハンドメイド品
やワークショップ、加工品を販売する出店者やそれ
らの販売を目的としたマルシェも開催されるように
なり、人と人とのつながりを形成する手段としての
性質も併せ持つようになった（村上・福島，2022）。
来場者や出店者などが直接交流することにより地域の
文化や価値観を共有する場として活用される場面も見
受けられ、中山間部のまちづくりや課題解決の一環と
してマルシェを開催する動きもみられる（柳田・柳
田，2019）。マルシェ自体は規模や参加者の設定など
の自由度が高いため、参入が比較的容易である。一方
で、マルシェが各地で増加することにより、来場客の
取り合いなどが課題となっている（梶谷，2015）。特
に新型コロナウイルスが 5類感染症に引き下げられ
た 2023 年ごろからマルシェの開催数は増加しており、
例えば愛媛県においても、2024 年 11 月 3 日に異なる
場所で 3つのマルシェが開催されたこともあった。
　以上をふまえ本研究では、2021 年から新たに開始
され、中山間部で実施されるにもかかわらず、数多く
の来場客を獲得する、愛媛県東温市の「Ｉマルシェ」
（実際の名称とは異なる）を対象として、マルシェに
参加する人々の特徴やその人的ネットワーク形成に着
目して、Ｉマルシェが継続展開される要因を明らかに
することを目的とする。本研究における人的ネット
ワークとは、マルシェへの出店を通じた出店者同士の
関わりや、マルシェへ出店するなど新たな行動のきっ
かけとなる人同士の結びつきを指す。
　研究の手順として、2章にて既存の文献などから日
本における商業活動や集客の特徴について整理した上
で、その課題点や新たな商業活動の形態について概観
する。さらにマルシェという商業的・社会的な活動の
場が日本において定着しつつある状況について整理す
る。続いて 3章では本研究で取り扱うＩマルシェが開
催される東温市河之内地区の歴史や生活状況について
川内町史などの文献や地元住民からの聞き取り調査を
もとに整理する。4章でＩマルシェ主催者の聞き取り
調査からマルシェ開催に至る経緯や開催回ごとの出店
者の傾向について示す。次に 5章で出店者への聞き取
り調査から出店者の普段の生活やマルシェとの関わ
り、Ｉマルシェとの関わりについて整理する。以上よ
り、人的ネットワーク形成を通じたＩマルシェの継続
要因について 6章で考察し、7章で全体を総括する。
なお本研究では一般的なマルシェ全般を指す場合には
単に「マルシェ」と表記し、具体的な研究対象とする
Ｉマルシェの表記と区別することとする。
 

2．新たな商業形態としてのマルシェの成立と役割
1）従来の商業活動の変遷と課題
　商業は、主に商店街やショッピングセンターなど固
定店舗で行われる形態が一般的である。しかし、商店
街は自動車依存型の生活や都市郊外型商業施設へ客が
流出したことにより、その商業機能を十分に果たせて
いないことが長らく問題点として指摘されてきた（難
破田，2006；述山，2001）。この対策として歴史的資
源を活用し、観光機能を強化することによって商店街
を含む中心市街地の活性化を図ろうとする地域もみら
れる（兼子ほか，2004）。また、駅前に複合的公共施
設を設置したり、中心部の居住・商業機能を充実させ
コンパクトシティ化を目指したりする動きも地方都
市によっては行われている（松原，2007）。また 1998
年に中心市街地活性化が施行されてから、各地でさ
まざまな施策が実施されているが、現状として都市
中心部の衰退を食い止めているとはいえない（室田，
2003）。一方、都市郊外においては、大型商業施設開
発の問題が指摘されて久しい（明石，2003）。その開
発パターンはロードサイド集積型や大規模ショッピン
グセンターなど市街地緑辺部や都市郊外など幅広い開
発場所に及んでいる。特に住商混在許容型において、
店舗利用のために流入する自動車によって周辺住環境
に大きな影響を与えることから、その開発では厳格な
区画整理が必要とされる（浅野，2007）。
　ところで、固定店舗を構えずに商業活動が行われる
朝市などの「市」と呼ばれる物々交換の場が発展する
ことで、市場が成立した（石原，1987）。池田（2021）
によれば、現在の商業活動においては、一般的に生産
者が流通から販売までの作業を担う直売は経済的合理
性に欠ける行為であり、直売のように生産者が専門外
の流通業務などを担う直売は追加業務と在庫リスクを
負う行為である。このような問題もあるもののフラノ
マルシェのように地域資源の活用や地元住民の協力に
よって衰退した中心市街地の活性化に寄与した例も挙
げられる（山島，2015）。マルシェのような不定期に
行われる商業活動は、その性質から開催場所や参加者
などの設定の自由度が高く固定店舗と比較してより柔
軟に問題への対応が可能である。
 
2）マルシェの成立と発展
　豊嶋ほか（2015）によれば、マルシェは 4つに分
類される。まず、施設管理者主導であるか、運営が主
導であるかの 2タイプに分かれる。また、開催の主目
的となるマルシェの社会的意義を見ると、「交流を重
視するタイプ」と「新たな農産物販売の場の提供を重
視する」タイプに分かれる。二村（2013）はマルシェ
の画期的な試みを評価する一方、都市部への土地アク
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費者にとっては、他にはない唯一無二の商品を手に入
れることで自己表現や生活を豊かにする働きもある。
このように、ハンドメイドマルシェは商業的な側面だ
けでなく、文化的な役割も担っている。
　開催場所の自由度が高いという性質を持つマルシェ
ではあるが、人が集まりやすいことや開催地などが分
かりやすく情報を発信しやすいといった利点から、都
市部で開催されることが多い。中山間部でマルシェが
開催される場合、地域の特産品を活用しやすいなどの
利点がある反面、開催場所までのアクセスの不便性は
否めない。本研究が対象とするＩマルシェは、そのよ
うな中山間部である愛媛県東温市河之内地区問屋集落
で行われるマルシェであり、立地上は比較的不利な条
件下にあるといえる。
 
3．対象地域の概観
　研究対象地域の河之内地区は、松山市中心部から約
20kmほど離れた、愛媛県東温市東部の中山間部に位
置する（図 1）。国道 11 号線から南下した谷合いの国
道 494 号線沿いに点々と集落が存在し、その一つが今
回取り上げるＩマルシェ開催地域の問屋集落である。
以降は、川内町史編さん委員会（1961；1992）の記
述をもとに旧川内町やそれに含まれる河之内地区の歴
史や生活環境について整理する。
　愛媛県東温市は 2004 年 9 月 21 日に重信町と川内町
が合併して誕生した。河之内地区は面積約 28.7㎢で
あり、2000 年代以降の世帯数・人口をみると、世帯
数はほぼ横ばい傾向であるものの人口はおおむね減少
傾向にあり、高齢者の一人住まいや若年層の流失など
が背景として推測される（図 2）。東温市においては、
松山市近隣の比較的平地部では人口減少が緩やかで、
かつ高齢化率が低い一方、市東部の中山間部の地区で
は高齢化率が 30％超となっており、河之内地区もこ
の傾向にある（図 3）。
　以下では河之内地区在住の 60 歳代男性への聞き取
りから、同地区の生活環境について整理する。この人
物は区長や神社の総代などの役員を現在まで経験して
おり、現在は公民館長を務めている。河之内地区では
稲作が盛んに行われており、現在も東谷小学校付近の
平地では整備された水田が見受けられる。20 年ほど
前までは黒森峠や白猪の滝公園付近でも棚田が整備さ
れ稲作が盛んに行われていたが、高齢化で作業が追い
付かなくなるなどの理由により現在は耕作放棄地が増
加しつつある。また、河之内地区には惣河内神社とい
う金毘羅寺と併設された神社が存在する。境内には数
多くの種類の「山あじさい」が植えられており、それ
らのあじさいが咲き誇る様子から、「あじさいの杜」
と地区外の人からは呼ばれている。そのため、あじさ

セスの優位性から企業がマルシェ運営の中心を担った
不公平さを指摘した。とはいえ、マルシェは農家との
コミュニケーションが楽しめ、適正な価格で安心安全
な農産物を日常的に購入できる都市における新しいタ
イプの農業に関する取り組みの一つであるといえる。
これを機に全国でさまざまな会場でマルシェ開催が始
まった。当初の農作物の直売に特化したマルシェはそ
の後も継続している。その中にはマルシェの持つ社会
的意義に賛同する運営側とそれを利用する都市住民の
要望により，運営手法を工夫し継続開催しているもの
や、補助事業とは関係なく農産物を介した都市農村交
流の場としての協議会などを立ち上げ、マルシェ開催
を始めたものなどがみられる。その結果、コロナ禍に
よる一時中止はあったものの、現在では都市部におい
てもさまざまな場所でマルシェの利用を通じて農作物
に触れる機会のある暮らしを都市住民が享受すること
が可能となりつつある。
　また近年では、手作りの製品を直接購入できる場と
して、ハンドメイドマルシェが注目を集めている。ハ
ンドメイドマルシェの最大の特徴は、出店者が自らの
手で作品を制作していることである。出店される作品
は、アクセサリー、衣類、雑貨、家具、アート作品な
ど多岐にわたり、購入者はその場でクリエイターと直
接会話を交わすことができるため、商品に込められた
ストーリーや制作過程について知ることができる。こ
のような体験は、来場者にとってより深い満足感や感
動をもたらし、そのことを目的として来場する客も見
受けられる。 
　加えてハンドメイドマルシェは、地域密着型の文化
を育む場ともなっているといえる。多くのマルシェは、
地域の特性を活かした作品を販売するクリエイターた
ちが集まるため、その地域ならではの文化や伝統が反
映された商品が並びやすい傾向にある。また、地域の
イベントとして開催されることが多く、地元住民が参
加することで、地域コミュニティの活性化にも寄与し
ている。さらに、インターネットの普及によりオンラ
インでのハンドメイド商品の販路も増加している。
CreemAや BASE、minne などのプラットフォームで
は、クリエイターが自身の作品を簡単に販売できる環
境が整っており、全国や海外の消費者ともつながるこ
とが可能である。このオンライン化は、出店者にとっ
て新たな顧客層を開拓する機会となり、消費者にとっ
ても多様な選択肢を提供している。
　ただし現実の空間でマルシェを開催する理由とし
て、ハンドメイドマルシェは、個々のクリエイターに
とって収入源であるだけでなく、複数のマルシェに出
ることで固定客を増やすなど独立や自立への道を提供
する重要な場となっている点が挙げられる。また、消
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図 1　研究対象地域

図 2　�東温市河之内地区における戸数および世帯数
の推移
（国勢調査および東温市提供資料により作成）
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図 3　�東温市における地区別高齢化率
（2024 年）
（東温市提供資料により作成）
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いの咲く 5・6月には遠方からも数多くの参拝者が訪
れる。地元住民からは「お寺・大宮」と呼ばれ、年中
行事がコロナ禍で 3年中断したものの現在も地元住民
によって継続されている。特徴的な行事は、惣河内神
社で尚歯会延命長寿祭を行った後にすぐ敬老会を開催
するものである。名の通り長寿を祝う祭りであり、そ
の後公民館役員が中心となってお接待を行う。
　また、惣河内神社の龍のしめ縄が有名である。もと
もとは地区内で影響力のある住民が昨年本人の干支が
辰年であることもあり龍のしめ縄をつくろうと地元住
民へ呼びかけたことがきっかけで始まった。発案当初
はしめ縄で龍の胴体は作ることは可能であるが頭を作
る技術は地元住民にはなかった。その際に偶然日浦地
区「陽なたの丘」に焼き物で人形を作る作家が訪れて
おり、龍の頭を作るための技術提供を受け現在の龍の
しめ縄が作成された。
　その他には河之内地区の行事として「白猪の滝祭
り」が存在していた。この白猪の滝祭りは昔から地区
で農業祭りのようなものが行われており、それが形を
変えて白猪の滝祭りになった。当初の農業祭りであっ
た時期には問屋地区で地元住民や農協職員によって野
菜を売るなどされていたが、人手不足などの理由で
30 年前から公民館が運営していた。最盛期には客が
2000 人ほど訪れており、餅まきやおにぎりの無料配
布、野菜の販売などを行っていた。当時は東温市役所
や東谷小学校からピストンバスも運行されるなど規模
も大きかったが、コロナ禍で中断しその後祭りが再開
されることはなかった。盆踊りや「おやこひろば」と

いった行事も公民館でしていたが、地区の子どもの減
少やコロナ禍で中断を余儀なくされた。また、河之内
地区には空き家が多く存在する。区長へ住める場所が
ないか尋ねる人物も存在するものの、松山に住んでい
て年に数回戻ってくる住民や家具を家に残している住
民が多いため、空き家は存在するものの人が住むこと
ができない家が多い現状である。
　本稿で取り上げるＩマルシェが開催される河之内地
区内の問屋集落は白猪の滝の氷瀑が冬の風物詩であ
り、その高さ 96 ｍもの滝が凍るほど冬は気温が低下
し雪が降る地域である。このような中でＩマルシェは
河之内地区の白猪の滝駐車場やその付周辺の店舗や空
き敷地にて開催されている（図 4）。
 
4．Ｉマルシェの開催状況
1）Ｉマルシェ開催に至る経緯
　Ｉマルシェの主催者は、問屋集落内に実店舗である
カフェ「ひととき」を経営するオーナーのＡ氏である。
この節ではＡ氏の経歴やＩマルシェを開催するまでの
経緯について述べる。
　Ａ氏は 40 歳代女性で、河之内地区出身である。Ａ
氏は高校時代まで河之内地区に在住し、大学進学時に
松山市へ転出した。短期大学卒業後の十数年間、Ａ氏
は料理教室を経営した。当初は松山市内のマンショ
ンの一室での開催であったが、東温市旧川内町内に
自宅を建てたことを機に、ここでの開催に変更され
た。2017 年ごろに料理教室を閉じ、河之内地区にあ
る「kuromori」というカフェにてランチの提供を 2

０ 100m

近藤家

ひととき

白猪屋白猪屋

白猪の滝駐車場

おやまのアトリエ
キズナ

至
白
猪
の
滝

写真 1　�カフェ「ひととき」から見たＩマ
ルシェ開催地付近の景観
（2023 年 12 月 2 日筆者撮影）

図 4　河之内地区問屋集落における主な施設（2024 年）
（現地調査により作成）
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年ほど行った。こうした期間にＡ氏はいくつかのマル
シェに出店者として参加し、来場者と顔見知りになる
などして実店舗を持つ準備を始めた。Ａ氏の意志とし
て、出身地に何らかのかたちで関わりたいという思い
がつねにあった。そこでＡ氏は河之内地区においてマ
ルシェや自身が経営する店舗を開業するための用地を
探し始めた。その折に、Ａ氏が参加していたマルシェ
出店者の一人が当時の河之内地区区長と知り合いであ
り、そこから現在のひとときが立地する敷地を購入し
た。これを機にＡ氏は取得した土地において第 1回Ｉ
マルシェを 2021 年 10 月に開始した。その後、取得し
た用地にはカフェひとときを2022年11月に開店した。

2）I マルシェの展開
　問屋集落は棚田や家屋が点在する長閑な場所であり
（図 4・写真 1）、Ｉマルシェは 2024 年までに計 13 回
開催されている（表 1）。第 1回は 2021 年 10 月にひ
とときにて開催された。当時は店舗がまだなく、敷地
に出店者がテントを立てて行われた。第 2回は 2021
年 12 月に問屋集落中心部から約 3km離れた惣河内神
社にて開催された。第 3回は 2022 年 3 月に白猪の滝
駐車場にて開催された。第 4回は 2022 年 6 月に白猪
の滝駐車場、菖蒲園にて開催された。第 5回は 2022

年 8 月に白猪の滝駐車場（写真 2）にて開催された。
第 6回は 2022 年 11 月に白猪の滝駐車場にて開催さ
れた。第 7回は 2023 年 3 月にひととき、おやまのア
トリエ キズナ、近藤家（同家駐車場含む。以下同じ）
にて開催された。第 8回は 2023 年 8 月に白猪の滝駐
車場にて開催された。第 9回は 2023 年 11 月に白猪の
滝駐車場にて開催された。第 10 回は 2024 年 3 月にひ
ととき、おやまのアトリエ キズナ、近藤家にて行わ
れた。第 11 回は 2024 年 4 月にひとときにて開催され
た。第 12 回は 2024 年 8 月にひとときと近藤家にて開
催された。第 13 回は 2024 年 11 月に白猪の滝駐車場
にて開催された。
　 8月や 11 月に開催されたものは白猪の滝駐車場で
行われることが多い。また、第 7回、第 10 回のよう
に春の開催は開催場所が他の回と比較して広い。これ
はＡ氏が近隣店舗経営者と交渉したためである。この
ことから、当初は現在の開催地の一つであるひととき
の建設予定地となっていた空き地のみで行われ、出店
者数も当初 15 前後であったが、表 1で示したように
開催場所が複数の店舗の敷地へと広がり 30 前後の出
店者が参加するように変化した。また、開催当初には
惣河内神社や菖蒲園といった場所でも開催された。こ
れは、Ａ氏のＩマルシェ開催目的の一つとして来場者
に河之内地区の良い点に触れることで、地区に好感を
抱いてもらうことがあったためである。しかし次第に
駐車場の確保が困難となり、開催場所から外された。
白猪の滝駐車場で開催する際にも駐車スペースが限定
され、路上駐車する車がみられる。他方、Ｉマルシェ
の開催目的には東温市の何か新しいことを始めたいク
リエイターなどを応援するというＡ氏の思いもある。
そのため、Ｉマルシェの出店者の中でも、東温市で活
動している出店者が全出店者のうち、約 4割を占めて
いる。また、Ｉマルシェの店舗を持つことを目的とし
た出店者もみられる。

ひ

と

と

き

惣

河

内

神

社

白

猪

の

滝

菖

蒲

園

キ

ズ

ナ

近

藤

家

第１回 〇

第２回 〇

第３回 〇

第４回 〇 〇

第５回 〇

第６回 〇

第７回 〇 〇 〇

第８回 〇

第９回 〇

第 10 回 〇 〇 〇

第 11 回 〇

第 12 回 〇 〇

第 13 回 〇

（聞き取り調査により作成）

表 1　開催回ごとのＩマルシェの開催場所

写真 2　Ｉマルシェ開催時の白猪の滝駐車場の様子
（2024 年 8 月筆者撮影）
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　出店者の販売物はハンドメイド品や飲食物などさま
ざまなものがあり、特に出店物に関しては開催回ごと
に偏りがないようＡ氏が調整している。その他にも飲

食店の出店によって来場者が増加する傾向をＡ氏自身
のマルシェ出店経験から掴み、キッチンカーを一定数
出店するなどして来場者確保の工夫をしている。また、
夏季夜間に開催する際には、ライトアップを行い来場
者の安全確保と同時に景観を改善するなどして来場者
に飽きられない演出をしていた。実際のＩマルシェ開
催時には来場客と出店者との距離が近く交流が生まれ
ている（写真 3）。

3）Ｉマルシェ各回における出店者の動向
　この節ではＩマルシェ開催回ごとの出店者の傾向に
ついて述べる。図 5～ 7で示した丸数字は全出店者で
あり、このうち黒く塗りつぶした丸で示したものが当
該回の出店者である。
（1）第 1回
　第 1回は 2021 年 10 月 31 日に 10 時から 15 時に開
催された。開催地は主催者店舗ひとときの建設予定地
である。出店者は 18 件である（表 2）。出店者は第 1
回ということもあり出店者 3、4以外は主催者の知り
合いであった。出店者 3、4は出店者 6の紹介でそれ
ぞれ出店した（図 5）。商品別にみると雑貨などの商

表 2　Ｉマルシェにおける出店者ごとの主な販売物

写真 3　第 12 回Ｉマルシェ開催時の様子
（2024 年 8 月筆者撮影）

飲

食

物

雑

貨

植

物

陶

器

洋

服

木

工

創

作

体

験

そ

の

他

計

第１回 7 6 1 2 1 1 0 0 0 0 18

第２回 8 3 2 1 0 0 0 0 4 0 18

第３回 13 4 1 0 0 1 0 0 1 0 20

第４回 8 7 1 0 1 1 0 0 2 0 20

第５回 11 4 2 0 1 0 0 0 2 0 20

第６回 13 6 1 0 0 0 0 0 2 0 22

第７回 21 5 2 0 1 0 2 1 2 0 35

第８回 19 5 2 0 1 0 0 0 2 1 30

第９回 18 7 1 0 1 0 1 0 2 1 31

第 10 回 21 6 1 2 1 0 2 0 2 0 35

第 11 回 11 2 0 1 0 0 0 0 2 0 16

第 12 回 16 4 1 1 0 1 1 1 3 1 29

第 13 回 17 5 1 0 0 0 0 1 2 0 26

（聞き取り調査により作成）
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品を販売する出店者が 11 件、飲食物を販売する出店
者が 7件であった。雑貨品を販売する出店者について
詳しくみると出店者2がヒンメリ、出店者3が布小物、
出店者 4がリメイク缶や靴下人形、出店者 5が真鍮ア
クセサリー、出店者 6が多肉植物、出店者 7がドライ
フラワー、出店者 8が木工品など雑貨家具、出店者 9
が砥部焼、出店者 10 が植物、出店者 11 が子供服、出
店者 18 が革小物であり、マルシェ内で販売している
商品のジャンルが重複しないように設定されている。
飲食物を販売する出店者を見ても、出店者 12 が弁当、
出店者 13 が点心料理、出店者 14 がパン、出店者 15
がハーブティー、出店者 16 がぜんざい、出店者 17 が
農作物と、なるべく重複のないよう調整されている。
（2）第 2回
　第 2回は惣河内神社で 2021 年 12 月 19 日の 10 時か
ら 15 時まで行われた。出店者は 18 件であり、継続出
店者が 9件、新規出店者が 9件であった（図 6）。出
店者19、27の2組はそれぞれ第1回出店者の出店者6、

12 の紹介で出店した。また、出店者 24 はＡ氏と面識
のある出店者 62 に紹介され出店した。出店者 62 は第
7回初出店であるが、Ａ氏店舗の近隣に店舗「近藤家」
を持ち、Ａ氏と関わりがあったため、初出店以前から
出店者の紹介を行っている。出店者 21、22、23 はＡ
氏と面識があり、出店者 20、25、26 はＡ氏と直接面
識はなくSNSなどでＡ氏が依頼する形式で出店した。
第 2回では第 1回とは異なりワークショップを行った
出店者が多く見られた。
（3）第 3回
　第 3回は 2022 年の 3月 27 日に白猪の滝駐車場にて
10 時から 15 時まで行われた。出店者は 20 件であり、
第 1・2回からの継続出店者は 13 件、新規出店者は 7
件であった。この新規出店者 7件のうち、3件ほどが
過去に出店した出店者の知り合いまたは紹介で出店し
た。第 3回の新規出店者の出店経緯については、出店
者 29、34 は出店者 24 からの紹介で出店した。出店者
28 は出店者 62 の紹介、出店者 30 は出店者 8の紹介

図 5　第 1回Ｉマルシェ出店者の関係（2021 年 10 月）
（聞き取り調査により作成）

図内には全ての出店者が表示され、このうち当該回の出店者を黒塗り表記している。各出店者の配置は、最
初にＩマルシェに参加した回としている。また、矢印は、矢印の元の出店者が先の出店者に対して、Ｉマル
シェへの勧誘や情報提供などを行ったことを示している。図 6・7も同じ。
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で出店した。出店者 31、32、33 は出店者側からＡ氏
へ出店希望があった。全体の出店物は 13 件が飲食物
の販売、残りの 7件の出店者はイラスト作品やアクセ
サリー、木工雑貨など出店物の重複がないように意識
されていた。
（4）第 4回
　第 4回は白猪の滝駐車場入り口付近に存在する白猪
屋が管理している花菖蒲園が観光客に開放される時期
に合わせて、2022 年 6 月 5 日に白猪の滝駐車場で 10
時から 15 時まで開催された。会場の白猪の滝駐車場
だけではなく花菖蒲園にも白猪屋と地元住民が出店す
るブースがあった。出店者は 20 件と第 3回から変化
はない。20 件の出店者のうち 16 件が第 1回から第 3
回までに出店したことがあった。新規出店者の出店経
緯について出店者 35、37 は過去出店者の 14、34 から
の紹介、出店者 36、38 は出店者側からの希望であっ
た。また新規出店者はいずれも東温市在住であり、出
店者 35、36 は東温市で店舗を経営している。菖蒲園
に観光客を呼び込むことが目的の一つであったため、
菖蒲園で地元住民による農作物の販売や写真撮影会を
開催し、来場者を菖蒲園引き込む工夫がなされた。
（5）第 5回
　第 5回はひととき近隣に存在する近藤家が以前から
開催していた夏祭りを引き継ぐ形で行われるようにな
り、2022 年 8 月 21 日に行われた。開催時期が真夏で
あったため、開催時間を 15 時から 20 時とし、出店者
は 20 件、うち新規出店者は 5件であった。このうち
出店者 39、43 は出店者 62 からの紹介、出店者 40 は
出店者 36 の紹介、出店者 42 は主催者であるＡ氏と面
識があり出店、出店者 41 は出店者側からＡ氏へ出店
を希望して出店した。
（6）第 6回
　第 6回はかつて河之内地区で行われていた白猪の滝
祭りにあわせて 11 月 3 日に行われた。地元住民とＡ
氏が話し合い新型コロナウイルス流行以前に河之内地
区で行われていた白猪の滝祭りをＩマルシェとして引
き継いだ。出店者は 22 件と微増したが、新規出店者
は出店者 40 の紹介で出店した 1件のみであった。白
猪の滝祭りの内容を引き継いだ、地元住民による餅つ
きなど、地元住民も積極的に参加する機会となった。
（7）第 7回
　第7回は2023年3月5日10時から15時に行われた。
この回から春に開催する際には近藤家とおやまのアト
リエキズナと協力して開催することになった。敷地面
積が増加したことや、他店舗のオーナーが出店者を紹
介したことが影響し、出店者は 35 件と大幅に増加し
た。新規出店者 20 件のうち 9件がおやまのアトリエ
キズナのオーナーの紹介であった。

（8）第 8回
　第 8回は 2023 年 8 月 23 日、15 時から 20 時まで白
猪の滝駐車場にて開催された。出店者は 30 件であっ
た。新規出店者 6件のうち、出店者 67、68 は過去の
出店者の紹介、出店者 65、66、69、70 はＡ氏から出
店依頼であった
（9）第 9回
　第 9回は 2023 年 11 月 3 日 10 時から 15 時まで白猪
の滝駐車場にて開催され、出店者は 31 件であった。
新規出店者 8件のうち、出店者 74、75、76 は出店者
3からの紹介、出店者 77 は出店者 8の紹介、出店者
72、73 はＡ氏からの依頼で出店した。出店物は飲食
物が 22 件と最も多く、前回と似た傾向になった。そ
の他にはハンドメイド品などの雑貨品を販売する出店
者が 13 件などであった。
（10）第 10回
　第10回は2024年の 3月 3日に10時から15時まで、
ひととき、おやまのアトリエキズナ、近藤家の 3カ所
で開催され、出店者は 35 件であった。新規出店者が
13件のうち5件は、おやまのアトリエキズナオーナー
の紹介で出店した。
（11）第 11回
　第 11 回は 2024 年 4 月 14 日に 10 時から 15 時で開
催された。Ａ氏は当初、前回から通常通り 3カ月か
ら 4カ月開けて次回の開催を行う予定であったが、地
元住民からの要望を受けて急遽開催されることになっ
た。このため、出店者は 16 件にとどまったほか、新
規出店者が 8件と半数を占めた。このうち出店者 24
から紹介された出店者が 5件と多くを占めた。
（12）第 12回
　第 12 回は 2024 年 8 月 25 日に 15 時から 20 時まで
ひとときと近藤家にて、夏祭りとして協力開催された
出店者は 29 件のうち 26 件は第 1回から第 11 回での
出店経験があった。出店者の販売物は 17 件が飲食物
と他の回と変わらず飲食物が多い傾向がみられた。
（13）第 13回
　第 13 回は 2024 年の 11 月 3 日に 10 時から 15 時ま
で白猪の滝駐車場にて開催された。例年通り白猪の滝
祭り開催時期の 11 月 3 日に合わせて開催され、地元
住民による餅つきなども行われた。出店者数は 26 件、
うち新規出店者が 5件であった。

　以上のように、第 1回からおよそ 3年間Ｉマルシェ
が開催される中で、出店者数は当初 20 件ほどであっ
たものが 30 件前後に増加した。また、出店者の傾向
も当初は飲食物とハンドメイド品のような雑貨品を販
売する出店者が半々であったが、次第に飲食物を販売
する出店者が増加するなどの変化がみられた。第 13
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第 2回 第 3回

第 4回 第 5回

第 6回 第 7回
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第 8回 第 9回

第 10 回 第 11 回

第 12 回 第 13 回

図 6　第 2～ 13 回マルシェ出店者の関係（2021 年 10 月）
（聞き取り調査により作成）

紙幅の都合上、全体的な傾向を把握できる程度の表示にとどめた。
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回までの出店者の出店回数を見ると、開催初期から出
店している出店者の出店回数が多い傾向にある（図
7）。1～ 2回の出店者が 66 件と半数を占める一方、7
回以上出店している出店者も 15 件存在する。そこで
次章では第 1・2回など、比較的早い時期からの出店
者や複数回出店経験のある人物に注目する。

5．Ｉマルシェを介した人的ネットワークの形成
1）出店者のＩマルシェに対する意識
　本章では、Ｉマルシェの出店者 11 名を対象に聞き
取り調査を行い、その属性やＩマルシェへの出店動機
について明らかにする。聞き取り調査対象者の分布は
東温市 6名、松山市 3名、西条市 1名、砥部町 1名で
ある。
（1）出店者 2の事例
　出店者 2は愛媛県東温市在住 40 代の女性であり、
第 1回から参加している。普段は正社員の一般事務員
として働いている。Ｉマルシェに出店したきっかけは
河之内地区で活動していた際にＡ氏や他の出店者と知
り合って誘われたためである。Ｉマルシェには東温市

つながりで出店者の顔見知りが多いことから 3カ月
に 1回友達に会う感覚で出店している。Ｉマルシェに
出店することで、ものづくりに携わる人など現在まで
会うことのなかった人に出会えた利点があり、Ｉマル
シェがきっかけで他のマルシェに出店することもあ
る。また、Ｉマルシェの良い点として客の滞在時間が
長いことが挙げられた。この背景として、飲食物の出
店者が多いことやワークショップで滞在時間が延びる
こと、白猪の滝を見に行く客が存在することなどを出
店者 2は推測として挙げた。一方、問題点として天候
が崩れやすいことや駐車場から車があふれて路上駐車
する車が危ないことが指摘された。また、Ｉマルシェ
への要望として、出店者同士で交流できる機会が欲し
いことを挙げた。
　マルシェで販売しているヒンメリは 3～ 4年前から
東温市観光協会の「SAKURA select」に認定されて
おり、東温市さくらの湯観光物産センターを中心に展
示・委託販売がされている。現在は自分で栽培した麦
を使ってヒンメリの作成をしている。マルシェに訪れ
た来場者の 1人が教員であったことがきっかけとなっ

図 7　Ｉマルシェへの各出店者の合計出店回数
（聞き取り調査により作成）
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て学校でヒンメリを教えないか誘われ、実際に教えた
こともある。
　マルシェの開催が増加したことによって、出店者 2
としてはどのマルシェに出店するかを検討するように
なった。この基準としてマルシェの主催者と面識があ
ること、過去のマルシェから見てヒンメリに興味を持
つ来場客が訪れそうなマルシェである可能性があるこ
とという 2つをもとに、マルシェへの出店を決めてい
る。また、商品一つ一つが高額ではないため、出店料
が少ないマルシェをメインに出店しているという。た
だし、出店料の高いマルシェであっても品質の高い商
品を販売する出店者が多いことや来場者が多いといっ
たメリットのあるものには、年に数回出店している。
また、異なる業種の人たちの商品に対する意見を聞く
ことができることも挙げられた。出店者同士の交流が
あることで出店者 2はリラックスすることができ、最
近のマルシェについてなど情報交流を行うことができ
るという。
（2）出店者 6の事例
　出店者 6は、愛媛県松山市在住の 40 代女性であり、
第 1回から参加している。普段はパート職員として働
いている。ＩマルシェへはＡ氏と知り合いであったこ
とから声がかかって出店した。また出店者 6は 2組ほ
どＩマルシェに出店者を紹介しており、この理由とし
て山間部で開催されるマルシェが珍しいことや、出店
した時の居心地が良いことを挙げた。またマルシェへ
の開催に際して、Ａ氏が細やかに対応してくれること
も高評価している。
　マルシェでは多肉植物単体や寄せ植えを販売してい
る。14 年間継続して多肉植物を育てている出店者 6
であるが、ここ 1、2年はスワックやドライフラワー
も加えて販売するようになった。そのきっかけとし
て、市場で販売されている商品には自身の好みのもの
がなかったことや、仮に販売されていたとしても高額
であったことが挙げられる。
（3）出店者 13の事例
　出店者 13 は 40 代女性で愛媛県松山市に在住してお
り、第 1回から参加している。普段はキッチンカーで
飲茶料理の販売を行っている。Ｉマルシェに出店する
ようになったきっかけはＩマルシェが始まる半年ほど
前に東温市の新規事業立ち上げ補助事業で主催者のＡ
氏と知り合い、Ａ氏から誘われたためである。Ｉマル
シェに出店したなかで他の業界の人と知り合うことが
でき、出店者15とはマルシェ外でも話す仲となった。
また、Ｉマルシェの良い点として主催者の人柄がよく
出店料が良心的、Instagramなどの SNS で細かく紹
介してもらえるなど挙げていた。
　出店者 13 は新型コロナウイルス終息後からマル

シェに出店し始めたが、物価高やマルシェの増加によ
る客の分散などの影響によって、昨年よりも売り上げ
が落ちるなどの変化があったと感じている。そのため、
キッチンカーによる販売に加えて新しく卸売りを始め
た。マルシェに出店する基準として、主催者や出店者
など自分と価値観の合う人が集まるマルシェであるこ
とや、ただ集客できるよりも商品の価値を分ろうとす
る意思のある客が訪れるマルシェに出店したいと考え
ている。加えて高速自動車を使わない範囲で片道 1時
間程の近場に出店するよう意識している。
（4）出店者 14の事例
　出店者 14 は愛媛県砥部町在住の 50 代女性であり、
第 1回から参加している。出店者 14 は普段、自宅の
パン教室やえひめ文化健康センターなどの施設でパン
作りの講師をしている。Ｉマルシェに出店した理由は、
別のマルシェに出店した際にＡ氏から声をかけられた
ためであった。Ｉマルシェに出店し、出店者 14 は開
催当初のこぢんまりとした雰囲気が特に気に入った。
　出店者 14 は 17、8 年ほど前に保育園の栄養士を辞
めてパン教室を始めた。出店者 14 がマルシェ自体に
参加するようになったのは 20 年ほど前であり、当時
は現金収入の場や、店舗を持つ目標の人の宣伝の場の
ような意味合いが強かったのではないかと推測する。
出店者 14 のマルシェへの出店理由は、普段の生活で
会うことのできない人と会えることであり、マルシェ
に出店する基準も知り合いが出店しているか、子ども
が来場するか、人との距離が近いかなど人と関わるこ
とを目的として考えている。
（5）出店者 15の事例
　出店者 15 は愛媛県東温市在住の 50 代女性であ
り、第 1回から参加している。普段はハーブティーの
栽培・出荷と、河之内地区タニニーケにてどんぐり
マーケットというマルシェの開催をしており、ハーブ
ティーやタイ雑貨の販売をしている。Ｉマルシェに出
店者 15 が出店したきっかけはＡ氏と知り合いであっ
たためである。Ｉマルシェに出店したことがきっかけ
で、山で畑が出来ればよいと考えるようになり、知人
経由で区長を紹介され現在の河之内地区にある耕作放
棄地と古民家を使用し始めた。また、Ｉマルシェが
きっかけで出店者 14 や出店者 25 と知り合い、どんぐ
りマーケットに誘った。
　Ｉマルシェで他の出店者と話した際、商品のパッ
ケージ作成が可能なアプリの存在を教えてもらい、以
降は自作するようになった。Ｉマルシェの良い点とし
て、主催者が地域のことを考えている点や、外から来
た人たちだけでなく地元住民も巻き込んでいる点な
ど、地域を中心に考えていることを挙げる。またＡ氏
の心遣いがとても助かるとのことで、今後もＩマル
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シェに出店すると語った。
（6）出店者 20の事例
　出店者 20 は愛媛県東温市在住の 40 代女性であり、
第 2回から参加している。普段はアーティストとして
活動しており、その一環としてマルシェでダルマの絵
付けなど活動をしている。Ｉマルシェ出店のきっかけ
は、他のマルシェに出店した際にＡ氏から依頼された
ことである。Ｉマルシェがきっかけで出店者 59 と交
流が生まれ、SNS の交換やプライベートで飲みに行
くほどの仲となった。
（7）出店者 36の事例
　出店者 36 は愛媛県東温市在住の 30 代女性であり、
第 4回から参加している。普段はカメラマンをしてお
り、3年ほど前からファミリーフォトや七五三、バー
スデーフォトなどの撮影を行っている。マルシェでも
地区内の景色の良い場所で撮影会を行っている。Ｉマ
ルシェには第 1回から第 3回に客として訪れ、景色に
感動したため、Ａ氏に SNS で出店を希望し、撮影会
を行った。Ａ氏から事前に撮影場所の草刈りしたほう
が良いか聞かれたり、菖蒲園でも撮影会できるよう調
整してもらえたりすることで、撮影の場が広がってい
ると出店者 36 は感じている。Iマルシェへの出店を
重ねるうちに、出店者 36 の撮影会を主目的とする来
場客も現れたほか、出店者 15 と知り合い、その知人
の店舗写真を撮ることになった。
（8）出店者 40の事例
　出店者 40 は愛媛県東温市在住の 30 代女性であり、
第5回から参加している。普段の職業は美容師であり、
マルシェではハンドメイドアクセサリーを販売してい
る。Ｉマルシェを高校の同級生である出店者 36 の撮
影会で知り、出店意志を出店者 36 経由でＡ氏に伝え
た。Ｉマルシェの良い点として、山間部であるにもか
かわらず集客力がある点や商品を手に取ってもらえる
機会が多いと考えた。加えて、主催者から当日の朝に
気温が低くなる可能性がある、風が強くなる可能性が
あるなど連絡がこまめに来ることもＩマルシェに出店
する理由である。Ｉマルシェに出店すると出店者同士
で会話する機会が多く、他のマルシェで一緒になるな
どすることで知り合いが増える点も良いと述べた。
（9）出店者 43の事例
　出店者 43 は愛媛県松山市在住の 60 代男性であり、
第 5回から参加している。普段は愛媛県東温市河之内
地区にてコーヒー店の経営やインバウンド関係の仕事
に携わっている。Ｉマルシェへ出店したきっかけはＡ
氏からの声掛けであるが、Ａ氏が実際に河之内地区で
店を始めたことや地元住民への配慮する様子などを見
て出店することに決めた。Ｉマルシェ自体が消防法な
ども順守しており、マルシェとしてよくできていると

感じていた。ただし、屋外での開催となるため、天候
の影響が大きくなってしまうことは難しい問題である
と考えてもいる。
（10）出店者 53の事例
　出店者 53 は愛媛県東温市在住の 40 代女性であり、
第 7回から参加している。普段は東温市河之内地区に
ておやまのアトリエキズナを経営している。Ｉマル
シェには、Ａ氏から打診があり年に 1回という条件
とおやまのアトリエキズナの敷地の出店者は出店者
53 が呼ぶという条件をＡ氏が了承したことから出店
するようになった。マルシェには針金で作製した草花
や動物などの商品を販売している。15 年ほど前から
作家活動をはじめ、フリーマッケトやハンドメイドマ
ルシェに出始めるようになった。当初は商品を作りた
い・販売したいという思いで出店していたが、繰り返
しマルシェへ出店するうちに頻繁にマルシェで会う出
店者などができ、仲良くなることもあった。また、こ
れまで同じマルシェに出店しているが話す機会のな
かった出店者と出店場所が隣接したことがきっかけで
知り合うこともあった。
（11）出店者 89の事例
　出店者 89 は愛媛県西条市在住の 40 代女性であり、
第 10 回から参加している。普段は移動花屋をしてお
り、マルシェへの出店や SNS などでメッセージにて
依頼を受けるなどして仕事をしている。
　Ｉマルシェに出店するようになったきっかけは、知
人からの紹介でＡ氏のひとときにて移動花屋を行った
ことである。その後、Ａ氏と話す機会や複数回移動花
屋を行うようになり、Ｉマルシェにも出店した。出店
者 89 が移動花屋を始めた理由に花屋がない場所の人
に花屋を楽しんでほしいという考えがあり、東温市河
之内地区という立地からも目的に合致していた。Ｉマ
ルシェは出店者同士の雰囲気が良いと感じており、互
いのワークショップに出店者が参加するなどアット
ホームな雰囲気もあって比較的出店しやすいと感じて
いた。またＩマルシェがきっかけで、出店者 20 と交
流が生まれ、出店者 67 とは別のマルシェに出店する
ことになった。そのようなこともあり、主催に出店者
を紹介してほしいと頼まれたときには快く他の出店者
を紹介でき、3件の出店者を紹介した。
 
2）地元住民のＩマルシェに対する意識
　Ｉマルシェに対する地域からの受け止め方につい
て、3章で触れた河之内地区在住の 60 歳代男性から
の聞き取りをもとに記す。Ｉマルシェが行われる際に
は公民館にて月 1回のペースで行われる役員会でお知
らせがある。その後回覧板で情報共有するため地元住
民がＩマルシェについて何も知らない状況は起きない
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ような仕組み作りがなされている。また、毎年 11 月
3 日に行われるＩマルシェでは白猪の滝駐車場を利用
するため、この男性が市から許可を取っている。Ｉマ
ルシェに対するこの男性の評価としては、若年層が河
之内地区に訪れ地元の人に活気が生まれ良い影響を与
えているのではないかとする。この男性の他にＩマル
シェにて野菜の販売を行う住民や 11 月 3 日には餅つ
きを行う地元住民がおり、地元住民から否定的な意見
は特にみられない。11 月 3 日は白猪の滝祭りをＩマ
ルシェとして継続しているため、地元住民も訪れる。
以上のことから地元住民とＩマルシェの間には地元住
民が参加するといった直接的な関わりや、Ｉマルシェ
の開催日に店を開けるなど間接的な関わりが存在して
いる。

6．考察
　本章では、2021 年の開始以降、数多くの来場者を
獲得しながらＩマルシェが継続的に展開された要因に
ついて考察する。それらは大きく、次の 4点にまとめ
られる。
　第一に、Ｉマルシェの主催者であるＡ氏自身の熱意
が挙げられる。4章で述べたように、Ａ氏自身が地元
である河之内地区に関わりたいという思いがあった。
そのため、Ａ氏はまず他のマルシェを時間をかけて観
察し、マルシェの運営方法などについて学んだ。また、
マルシェの出店者などとの交流を積極的に行い、人的
ネットワークの形成に取り組んだ。河之内地区問屋集
落においては、土地を購入してカフェを開業するなど、
この地域での活動を強く決意している。このようなＡ
氏自身のソフト面、ハード面での主体的な行動や意思
決定がＩマルシェの土台となっている。
　第二に、出店者もまたマルシェの経験を有する人物
が多く、Ｉマルシェの主催者や出店者の紹介から新た
に参加する事例も多い。小島ほか（2015）が示した
ように、朝市やマルシェには売り上げよりも健康のた
め、もしくは他の出店者と交流するために出店する傾
向があり、Ｉマルシェの場合でもこうした意識がみら
れた。さらに出店者の中にはＩマルシェの参加を通じ
て人的ネットワークを一層拡大しようと取り組む傾向
がある。例えば、出店者 43 は、コーヒーショップを
経営しながらＩマルシェに出店し、地域の人々とのつ
ながりを重視する傾向にあった。出店者 15 もまた、
地域住民との関係を重視し、それらがＩマルシェの雰
囲気を良好に保つ要因の一つであると述べた。また、
出店者 53 は、手作りの草花や動物を販売し、他の出
店者との交流が深まったことを語った。このように、
人的ネットワーク形成を求めてＩマルシェへ参加した
出店者が、さらに新たな出店者を呼び込む好循環を生

み出している。このような状況はアメリカの社会学者
マーク・グラノヴェッターが提唱する「弱い紐帯」理
論（井村，2006）にも該当すると思われる。例えば、
出店者 15 はＩマルシェの出店者の話からパッケージ
デザインを個人で作成できるアプリケーションについ
て知った。それまで出店者 15 はパッケージデザイン
について依頼するものであると認識していたが、この
ことがきっかけで新たな認識を得ることになった。こ
のようにＩマルシェで生まれた人的ネットワークによ
る気づきが、出店者に恩恵をもたらしている。出店者
が人的ネットワーク形成を求めてＩマルシェへ参加す
ると同時に、Ｉマルシェ側も出店者の継続出店や新た
な出店者の新規参入につながっており、出店者と主催
者のwin win な関係が成立している。また、Ｉマル
シェの良い点として、大多数の出店者が主催者につい
て言及していた。主催者の熱意や細かな気配りなどが
出店者にも伝わり、主催者を中心とした人的ネット
ワークの形成が、Ｉマルシェの継続に結びついている
ものと考えられる。
　第三に、Ｉマルシェの出店者は Instagramを利用
して情報交換している。こうした SNS アプリが日常
生活のなかで当たり前に存在し、誰がどのイベントに
出店するなど双方の情報共有が取れる環境が、Ｉマル
シェの継続へと寄与している。Ｉマルシェ出店者は
20 ～ 70 歳代と年齢が幅広いが、そのすべての出店者
が Instagramのアカウントを持っており、出店情報
の公開などをこのアプリで実施している。一方で、地
元住民へＩマルシェの開催時期など情報を伝える際に
は、公民館での集まりで報告した後回覧板で周知する
かたちを取っている。
　最後に第四として、Ａ氏が地域と良好な関係を築き、
地域外部からの来場者を地元住民らが好意的に受け止
めていることが挙げられる。その論拠として、第一の
要因で述べたようにＡ氏が問屋集落に土地を購入して
店舗を構えるという地域に根差す姿勢がある。さらに、
地域で開催されていた行事のタイミングに合わせてマ
ルシェを開催し、地元住民だけでは継続困難であった
白猪の滝祭りをＩマルシェを開催するかたちで引き継
ぐ役割を果たすことによって地元住民の理解を得て、
地域の活力を維持する要因となっている。Ｉマルシェ
が単なるイベント行事としての存在を超えて、地域の
中で新たな活気・活力となり得る存在にまで浸透した
ため、地元住民から好意的に受け入れられるように
なったものと考えられる。都市部におけるマルシェは
その地域の商工会や商店街の関係者が行うものの、そ
の地域に住まう住民との関わりは従来の研究では十分
に指摘されてこなかった（豊嶋ほか，2015；村上・福
島，2022）。しかし本地域においては、地元住民の今
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までの行事や生活の中に外部の人物が入ってくること
が受容されているという点で、従来のマルシェと異な
る性質がみられる。
 
7．おわりに
　本研究では、2021 年から新たに開始され、山間部
で実施されるにもかかわらず、数多くの来場客を獲得
するＩマルシェを対象として、マルシェに参加する
人々の特徴やその人的ネットワーク形成に着目してＩ
マルシェが継続展開される要因を明らかにすることを
試みた。
　近年では、マルシェは地域活性化の手段として注目
を集めている。しかし、一般的にマルシェのようなイ
ベント行事は都心部で行われるものの方が多い。山間
部で開催する際には地域の特産品を活かすことができ
る点やマルシェを目的にした客が集まりやすいという
利点があるものの、交通利便性の不利や駐車場等の用
地の確保の問題などから、大きな規模なマルシェの開
催は難しい傾向にある。こうした制約がありながらも、
本研究が対象としたＩマルシェはＡ氏が河之内地区へ
貢献する一つの手段として開催され、Ａ氏を中心に出
店者からの紹介などによって出店者が次第に増加した。
　こうしたＩマルシェが継続的に展開される背景に
は、Ａ氏の河之内地区に貢献したいという思い、人的
ネットワークの形成を目的とした出店者の参加、同様
のプラットフォームを利用する出店者、地元住民の理
解とＡ氏と地元住民の良好な関係、という大きく 4つ
の要因が存在するものと考えられる。これらの要因か
らＩマルシェは地元住民を巻き込んだ新たなマルシェ
の性質を持ちながら継続展開されていることが明らか
になった。

付記
　本研究は筆者のうち竹田が、2025 年 1 月に愛媛大学社
会共創学部に提出した卒業論文をベースに、指導教員で
あった淡野が加筆修正したものである。
　調査に際して、ご多忙にもかかわらず、快く聞き取り
調査にご協力いただいたＩマルシェ主催者の片山様をは
じめとする皆様に感謝の意を表します。
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資　料

要旨
　本研究では、愛媛県松山市伊台地区の柑橘園地において、生垣および園地の地面を訪れる動物相を、センサー
カメラを用いて調査した。その結果、ニホンノウサギやイノシシ、ヒヨドリなど 19 種が確認され、開放的な草
地では、愛媛県絶滅危惧Ⅱ類に指定されるビンズイが撮影された。生垣にはメジロとホオジロが飛来し、止まり
木として一定程度、機能する可能性が示唆された。柑橘の落果が見られた林床では、ヒヨドリ、ニホンザル、ニ
ホンジカ等の鳥獣害を引き起こす動物を含む 17 種が撮影された。柑橘園地の景観は、今回ビンズイが撮影され
たように、生物多様性の保全に資する重要な要素である可能性があるが、果実への鳥獣害の回避や緩和策の検討
が重要となることが示された。今後は、カメラの設置法の改良や調査対象木および調査点数をより多く設けるこ
とで、柑橘園地における緑地の生態的役割をさらに解明し、持続可能な農業の実現に向けた緑地の管理手法の構
築が求められる。

センサーカメラを用いた愛媛県松山市伊台の柑橘園地の生垣と
地面を利用する野生動物相の評価
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1. はじめに
　現在、作物の収量や品質の向上のための生産技術
の改善のみでなく、地域の生物多様性保全にも同時
に貢献する持続可能な農業を確立していくことの重
要性が指摘されている（Scherr and McNeely 2008；
Brondízio et al. 2019）。農業景観における生物多様性
の保全では、景観内のモザイク性が重要な役割を果た
し、このモザイク構造は、農地、湿地、森林などの異
なる土地利用や、人為的に配置される生垣、水利施
設などの様々な性質をもった要素により形作られる

（Bennett et al. 2006）。その中で、人為的に形成・維
持されてきた多様な性質を持つ緑地は、地域の動植物
相の保全において重要な役割を果たしてきた（Scherr 
and Mcneely 2008; Gonthier et al. 2014）。
　愛媛県の柑橘栽培地域の多くは沿岸部の斜面地に
立地し、一部の地域では園地が強い潮風に晒される
ため、その対策としてスギ（Cryptomeria japonica）、
マキ（Podocarpus spp）等の生垣が一般的に用いら
れてきた（文化庁文化財部記念物課 2005）。この生垣
のような非作物植生は、作物栽培上の役割を有するの
みでなく、地域の生物相の生態にも様々な影響を及ぼ
すと予想される。例えば、農業景観における非作物植
生の例として、欧州のヘッジロウやオーストラリアの
牧草地に見られるパドックツリーには、鳥類や昆虫相
などの動物相の多様性を高める効果が知られている

（Lindenmayer 2022; Kratschmer et al. 2024）。 日 本
でも果樹園を利用する生物相について、有機栽培が行
われてきたリンゴ園地において、昆虫食の鳥類相が高
まること（Katayama 2016）、園地内部と周辺の様々
な緑地とで鳥類の多様性が異なる（Katayama et al. 
2022）ことが知られる。しかし、日本では、生垣や
園地の林床などの果樹園を構成する個別の緑地につい

て、生物多様性保全に及ぼす影響を定量的に検証する
研究は遅れている。
　そこで本報告では、柑橘園地が生物多様性保全に果
たす効果の検証に向けて、センサーカメラによる動物
相調査の有効性を評価することを目的とした。特に柑
橘園地に列状に植栽された生垣が特定の鳥類の止まり
木となる効果に着目して、生垣とその比較対象として
近傍の地面を対象に、それぞれの環境を訪れる動物相
を、センサーカメラにより撮影した。このようにして
得られた写真を設置場所単位で集計、比較した結果を
踏まえ、柑橘園地の異なる緑地を利用する動物相の概
要、センサーカメラによる動物相評価の有効性および
その課題について考察する。

2. 材料および方法
　柑橘園地の生垣と地面を利用する動物相の撮影を、
愛媛県松山市伊台地区に位置する愛媛県果樹研究セ
ンターの敷地内で 2024 年 2 月 1 日から 3 月 22 日ま
で行った。赤外線センサーカメラ（SG-010, HGC）
を用い、フラッシュの出力を「中」、連続撮影枚数
を「2」、センサー感度を「中」、撮影のインターバ
ルを「30 秒」に設定した。試験地の生垣は、イヌマ
キ（Podocaupus macrophyllus）、ス ギ、 サ ン ゴ ジ ュ

（Viburnum odoratissimum）などを主体としていた。
生垣の一つは北緯 33.880672 度、東経 132.805854 度に
植栽されたサンゴジュとし、約 110cmの高さで刈り込
まれた生垣上部に雲台を固定し、生垣上部を平行に映
しこむ角度にカメラを設置した。この生垣脇の東側
の地面は主にイネ科植物に覆われた開放的な草地で、
柑橘の落果は見られなかった。この草地の地上から
15cm離した箇所にカメラを設置した。もう一方の生
垣として、北緯 33.882195 度、東経 132.806995 度に植

Abstract
     In this study, we used sensor cameras to investigate the fauna visiting hedges and orchard grounds in a 
citrus orchard located in the Idai area of Matsuyama City, Ehime Prefecture. As a result, 19 species, including 
the Japanese hare, wild boar, and brown-eared bulbul, were recorded. Notably, the olive-backed pipit, a species 
classified as Endangered Category II in Ehime Prefecture, was captured on camera in an open grassland area. 
White-eyes and meadow buntings were observed perching on a hedge, suggesting that hedges may serve to 
some extent as perching sites. On forest floors with fallen citrus fruits, 17 species were recorded, including 
animals known to cause crop damage, such as brown-eared bulbuls, Japanese macaques, and sika deer. The 
citrus orchard landscape, as evidenced by the presence of the olive-backed pipit, may serve as an important 
element in biodiversity conservation. However, the need for measures to prevent and mitigate wildlife-induced 
crop damage was also highlighted. In future studies, improvements in camera placement methods, along with 
the inclusion of diverse target tree species and their replication in surveys, will be necessary to clarify the 
ecological roles of green spaces in orchard landscapes and to develop management strategies for achieving 
sustainable agriculture.
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シ（Sus scrofa）、タヌキ（Nyctereutes viverrinus）な
どの哺乳類とヒヨドリ（Hypsipetes amaurotis）、メジ
ロ（Zosterops japonicus）などの鳥類を合わせて、合
計 19 種だった（表 1，図 1）。この中には、愛媛県
絶滅危惧Ⅱ類に該当する希少種のビンズイ（Anthus 
hodgsoni）が含まれた。
　生垣上に設置したカメラについては、サンゴジュで
のみ、メジロとホオジロ（Emberiza cioides）の 2 種
が撮影された。柑橘の落果が見られたイヌマキの生垣
脇林床では、17 種が計 195 回撮影された。ニホンザ
ル（Macaca fuscata）やヒヨドリ、メジロの写真では
落果を採食する様子も見られた。サンゴジュの生垣脇
の草地では 11 種を 86 回撮影した。

栽された約 120cmの高さで刈り込まれたイヌマキと、
その脇の林床を選定し、上記と同様にカメラを 1 台ず
つ設置した。イヌマキ脇の林床には、柑橘の落果が多
数見られた。 

3. 結果
　 4 か所に設置したセンサーカメラにより、動物相
の同定が可能な写真を 299 回撮影した。なお同一種
を複数含む写真も見られたが、出現回数の評価に当
たっては 1 回として集計した。サンゴジュ脇の草地に
設置したカメラは機器の不調により他 3 か所よりも
6 日間少ない 44 日の撮影期間となった。撮影された
動物はニホンノウサギ（Lepus brachyurus）、イノシ

種名 学名
イヌマキ
生垣

(全 50 日)

イヌマキ 
生垣脇林

床
(全 50 日)

サンゴジュ
生垣

(全 50 日)

サンゴジュ
生垣脇草

地
(全 44 日)

総計

ニホンノウサギ
Lepus 
brachyurus 45 37 82

ヒヨドリ
Hypsipetes 
amaurotis 60 60

メジロ
Zosterops 
japonicus 33 15 48

イノシシ Sus scrofa 7 16 23

シロハラ Turdus pallidus 11 11

ツグミ Turdus eunomus 1 10 11

キジバト
Streptopelia 
orientalis 10 10

タヌキ
Nyctereutes 
viverrinus 7 3 10

ハシボソガラス Corvus corone 3 6 9

ハクビシン Paguma larvata 7 7

ホオジロ Emberiza cioides 1 3 2 6

ホンドギツネ
Vulpes vulpes 
japonica 6 6

ニホンザル Macaca fuscata 3 3

ハシブトガラス
Corvus 
macrorhynchos 1 2 3

アナグマ Meles anakuma 1 1 2

ニホンジカ Cervus nippon 2 2

ジョウビタキ
Phoenicurus 
auroreus 2 2

ビンズイ* Anthus hodgsoni 2 2

イエネコ Felis catus 1 1 2

総計 0 195 18 86 299
* 愛媛県絶滅危惧 II 類(VU)

表 1　�愛媛県果樹研究センターにおいて 2024 年 2 月 1 日から 2024 年 3 月 22 日にかけて設置
したカメラトラップで撮影された動物相とその撮影回数。カメラトラップを設置した
4 箇所での撮影日数を括弧内に示す。
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4. 考察
　本研究で得られた結果は、生垣とその脇の地面に
それぞれ 2 機のセンサーカメラを設置したものであ
り、限られた地点数の評価ではあるが、サンゴジュの
生垣でメジロとホオジロが撮影された。これら 2 種の
鳥類は生垣脇の果樹の林床や草地でも確認された。鹿
児島県内の武家屋敷庭園内の様々な形状の緑地を対象
として、鳥類の飛来状況を双眼鏡で観察した研究で
は、生垣はスズメ以外の鳥が比較的頻繁に飛来し、隠
れ家として機能する可能性が指摘されていた（養父ら 
1997）。また、それら生垣に用いられた樹種の中で、
イヌマキは飛来数の多い樹種となっていた。本研究で
は、イヌマキの生垣で鳥類を撮影することはできな

かったが、これは限られた観察期間であったこと、調
査地点数が一つのみであったことに加え、生垣の上部
表層の限られた部分のみがセンサーの検知範囲となっ
たことも撮影を妨げた要因かもしれない。今後、対象
樹種や、センサーカメラの画角、設置位置など撮影技
術面の工夫を加えることで、生垣の構造により適した
撮影方法を確立していくことも重要と考えられた。
　サンゴジュの生垣の脇の開放的な草地では、愛媛
県絶滅危惧Ⅱ類に指定されているビンズイ（表 1，図
1r）が 2 回撮影された。ビンズイは山地の明るい林、
林縁、木がまばらにある草原等で繁殖し、冬は暖地の
松林に多いとされる（高野 1994）。本研究でカメラを
設置した草地は開放地だったが、一般的な柑橘園地の

図 1　調査地で撮影された動物相
a） ニホンノウサギ、b） ヒヨドリ、c） メジロ、d） イノシシ、e） シロハラ、f） ツグミ、g） キジバト、
h） タヌキ、i） ハシボソガラス、j） ハクビシン、k） ホオジロ、l） ホンドギツネ、m） ニホンザル、
n） ハシブトガラス、o） アナグマ、p） ニホンジカ、q） ジョウビタキ、r） ビンズイ、s） イエネコ
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中では、品種更新で柑橘の苗木を定植した直後の開放
的な園地の一部では似た群落環境が形成されると考え
られる。米国の 13 か所のイネ科植物の優占する草地
でスズメ目を調査した結果によると、外来種の植被率
に関係なく、草地は在来の草地性鳥類に生息地を提供
していた（Kennedy et al. 2009）。このため、果樹園
景観の中に一定程度存在しうる、開放的な草地環境に
は、ビンズイ等の明るい環境を好む希少な鳥類の利用
環境を提供する機能があるのかもしれない。
　哺乳類相では、愛媛県内で一般的な種が広く確認さ
れ、ホンドギツネ（Vulpes vulpes japonica、図 1l）も含
まれていた。ホンドギツネの過去の分布記録はそれほ
ど多くないが、昭和の中頃にはその個体数が著しく減
少し、その後他地域の個体の移入など人為的な影響も
ありながら、ここ数十年間に、急速に分布を広げてき
たといわれている（稲葉 2018）。ホンドギツネは陸上
の生態系ピラミッドの上位に位置しており、愛媛県内
の分布状況の継続した調査の必要性が指摘されている

（https://www.pref.ehime.jp/reddatabook2014/group 
/group01_outline.html）。このため、鳥類同様に哺乳
類による植物群落の利用状況を確認する上でもセン
サーカメラを用いた果樹園のモニタリングは生態情報
を取得する上で効果的だろう。
　愛媛県では、鳥獣による果樹への食害が全国平均と
比べても深刻であり、イノシシや鳥類による被害割合
が高く、サルやシカ、その他の獣類による被害も報告
されている（田内 2010）。松山市や伊方町で、通年に
渡り鳥類による柑橘の果実への加害を調査した結果に
よると、冬期のヒヨドリによる被害が共通していた

（池内ら 2004）。本試験でも落果の見られたイヌマキ
の脇の林床において、これら加害が報告されている動
物を含む最も多くの動物相が記録された。柑橘生産の
環境の中で、これら加害の影響を回避、緩和しながら、
生物多様性の保全を両立できるような栽培技術や緑地
管理手法の確立が大きな課題となるだろう。

5. まとめ
　本研究では、愛媛県松山市伊台地区の柑橘園地にお
いて、生垣および園地の地面を訪れる動物相をセン
サーカメラによって評価可能か検討した。その結果、
生垣については設置方法の改善が課題である一方で、
鳥類の止まり木としての機能を評価できる可能性が示
唆された。また、イネ科草本が優占する開放的な草地
において、愛媛県絶滅危惧Ⅱ類のビンズイを記録し、
柑橘園地が生物多様性保全に資する可能性が示され
た。さらに、分布情報の少ないホンドギツネや鳥獣害
をもたらす野生動物を含む、合計 19 種の動物相を確
認した。本報告は、センサーカメラを用いた動物相評

価の有効性と課題を明らかにするとともに、愛媛県に
おける動物相分布に関する基礎的知見の蓄積に貢献す
るものである。
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　愛媛県農林水産部農政企画局農政課ならびに愛媛県農
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要旨
　本稿は 2024 年度の準正課プロジェクトである「離島の環境問題プロジェクト～空き家へのアプローチから～」
に取り組んだ活動報告である。有志の学生とともに、愛媛県松山市沖にある忽那諸島の中島や怒和島という離島
で、空き家バンクに登録されて引き受け手が決まった空き家を活動場所として、家屋の改修作業を行った。築年
数の古い家では快適な室温を得るためにはエネルギーロス問題が深刻であり環境問題にもつながっていたことか
ら、改善策を学びながら、予算や物資の制約上で可能な範囲で実践を行った。

フィールドワーク・インターンシップ実践報告

はじめに
　我が国の約 6,240 万戸の住宅のうち、約 849 万戸が
空き家や空きアパート等であり、そのうち賃貸や売却
に出されておらず、居住者のいない住宅が約 349 万戸
もあるといわれている（1）。米山（2018）で整理され
ている通り、空き家対策としては官民連携で様々な方
策が採られているが、シンプルな方策として「空き家
バンク」がある。空き家所有者と希望者（賃貸、売買、
場合によってはサブリース）をマッチングする方法と
して各地で空き家バンクが運営されており、松山市で
は三津浜地区「ミツハマル」と中島地区「離島の空き
家」で進められている。
　中島地区の空き家バンクである「離島の空き家」で
は、離島という移動制約の問題や家屋の老朽化の状
況、それらによる資産的保有の困難さから、廉価な売
買希望価格での掲載がみられ、その金額の安さから移
住希望者や二地域居住を希望する人々の選択肢の一つ
となっている。
　社会共創学部の 2024 年度の準正課プロジェクトと
して、「離島の環境問題プロジェクト～空き家へのア
プローチから～」に取り組んだ背景には四点ある。第

一に、離島という場所が過疎高齢化の問題や公共交通
機関の維持問題、経済を含む資源循環の観点から課題
先進地域であり、地域の様々な問題に直面できる点で
ある。第二に、DIYの技術をレクチャーしてもらう
ことができ、なおかつその対象とする家屋を初心者に
扱わせてくれるカウンターパートとの連携が可能だっ
たためである。第三に、学生がDIYの技術に触れる
ことによって、家の修繕を身近に感じられるようにな
ることで、居住環境を快適にする手段を身につけら
れることを期待したためである。最後に第四として、
忽那諸島は、松山の市街地から公共交通機関（電車、
フェリー）で行くことができ、往復に時間がかかるも
のの学生の活動場所として可能性を抱えている地域で
あるためである。
　本稿は以下の構成をとる。1節では、準正課プロ
ジェクトの実施に向けて、忽那諸島の概要を記載する
とともに、参加学生の特徴や、カウンターパートとし
てどのような地域住民と関係構築を行ったかについて
説明を行う。2節では、古民家の抱える課題を説明し
た上で、近年の気候変動に耐える改修策として窓を例
に記載する。3節では、計 3回訪問した際の視察や作

離島の環境問題プロジェクト～空き家へのアプローチから～
活動報告 2024

　　　竹　島　久美子（地域資源マネジメント学科）

Island Environmental Issues Project: Approaching vacant houses

Kumiko TAKESHIMA（Regional Resource Management）

キーワード：空き家バンク・空き家改修・離島・エネルギー問題・DIY
Keywords: Vacant House Bank System・Renovation・island・energy issue・DIY

【原稿受付︰2025 年 7 月 14 日　受理・採録決定︰2025 年 8 月 1 日】
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業内容について述べる。最後に 4節では、本プロジェ
クトの意義と今後の活動計画について述べる。

1．準正課プロジェクトの実施に向けて
（1）忽那諸島へのアクセスと訪問地の概要
　忽那諸島は、安居島、興居島、釣島、野忽那島、睦
月島、中島、怒和島、由利島、津和地島、二神島の
10 島のうち、無人島である由利島を除いた 9島が有
人島である。
　旧北条市に属する安居島は、北条港から有限会社新
喜峰によるフェリーが運航されている（1日 1往復、
曜日や夏季では 1日 2往復）。旧松山市に属する興居
島は、高浜港から株式会社ごごしまによるフェリーが
運航されている（由良港行き、泊港行き 1日各 14 往
復）。残りの有人島については、中島汽船株式会社（石
崎汽船株式会社と旧中島町の集落の出資により、市町
村合併に伴い2004年から民営化）が三津浜港、高浜港、
松山観光港からフェリーと、高浜港から高速船を運航
している。
　 2024 年度の準正課プロジェクトでは、旧中島町の
中心地である中島本島と、怒和島に訪問した。中島本
島には、大浦港と神浦港、西中港という 3港がある。
三津浜港、高浜港、松山観光港を出発し、睦月港、野
忽那港を経由し大浦港を終着とする東線フェリー（1
日 5往復）と、高浜港を出発し、睦月港、野忽那港を
経由し大浦港を終着とする東線高速船（2025 年 2 月
1日から、中島汽船株式会社の人員問題により減便（2））
に加えて、三津浜港、高浜港を出発し神浦港を経由し
て二神港、津和地港、元怒和港、上怒和港を経由し西
中港を終着とする西線フェリー（1日 2往復）と、高
浜港を出発し、各港を周り高浜港まで戻ってくる西線
高速船（同じく 2025 年 2 月 1 日から減便（3））が交通
手段である。
　中島本島に行く場合には、大浦港と神浦港を使うこ
とができるため、現地での開始時間にあわせて船の出
発時刻を調整することができる。経由する港の数にも
よるが、フェリーで訪問する場合には、三津浜港から
大浦港まで約1時間20分かかる（三津浜港10：10発、
大浦港 11：30 着）。一方で、怒和島には元怒和港と上
怒和港があるが、活動場所となった家屋は元怒和港が
最寄りだったため、元怒和港を利用した。怒和島に日
帰りで行く場合には、滞在時間は正味 3時間半である
（三津浜港 9：10 発、元怒和港 10：59 着、元怒和港
14：38 発、三津浜港 16：25 着）。
　中島は面積 21.27 ㎢、人口は 2,207 人（2023 年 9 月
の住民基本台帳に基づく人口（4））であり、怒和島は
面積 4.75 ㎢、人口は 285 人（同じく）である。どち
らも農業や漁業が中心の産業構造をしており、人口減

少が進んでいる。怒和島の怒和小学校は休校している
が、中島には認定こども園があり、小学校、中学校
（寮あり）、県立高校分校（下宿制度あり）もある。中
島支所や図書館もあり、旧中島町の中心地として行政
機能、教育機能を維持している。

（2）参加メンバー
　愛媛大学社会共創学部からは、プロジェクト担当教
員として竹島が引率、学生は地域資源マネジメント学
科と産業マネジメント学科からの参加があった。
　参加学生は、男子 1名、女子 4名で、事前に日程を
提示したうえで、さらにスケジュールを調整したうえ
で参加可能な活動に参加した。出身地との関係で離島
との行き来が身近な学生や、すでに別のプログラムで
空き家の改修作業に関わった経験があるなど、もとも
と離島や家屋の改修に興味関心があった学生が参加し
ていた。1名は座学の授業の代替プログラムとして参
加したが、終始作業を楽しんでおり、学科をまたいだ
プログラムを実施する際には多様なきっかけを設ける
ことが重要だと考える。

（3）実施に際してのカウンターパートの概要
　準正課プロジェクトの実施に際して、NPO法人農
音と株式会社忽那水軍という二つの団体と連携を行っ
た。
　NPO法人農音（https://noon-nakajima.com/）は、
中島を本拠地として、農業経営や音楽活動、空き家バ
ンク「離島の空き家（https://ritou-akiya.com/）」を
運営するNPO法人である。事業が多岐にわたってお
り、過疎地で活動するNPO法人として様々な事業を
継続的に行っているが、本稿では空き家バンク事業の
み説明する。
　NPO法人農音が松山市から空き家バンクの運営の
委託を事業として引き受けたのは 2014 年からである
が、それ以前から、独自に空き家を探して相対で移住
促進を進めていた。松山市から事業を引き受けた 1年
目は、サイト構築のみの契約だったため、空き家の流
動化としての実績は 0だったが、翌年以降は、年間
10 〜 15 件の空き家の登録があり、掲載された物件に
ついて 9割程で話が決まっていったとのことである。
その後、2021年頃からYouTubeチャンネル（https://
www.youtube.com/@ritounoakiya）に力を入れ始め
たことで、年間 20 〜 30 件と空き家の登録が増えるこ
とになり、そのうち約 9割が成約している状況であ
る。掲載された空き家への問合せ件数は年間 200 件程
にのぼり、YouTube チャンネルの動画のコメントに
ついても対応を行っている。スタッフは、興居島担当
の3人と、中島在住の2人の計5人体制で運営している。
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供を受けた。

2．改修作業における設備への知識
（1）古民家の課題
　古民家というフレーズは、郷愁を誘い、木造で、レ
トロなガラスや建具を使用しており、古いものを大事
にしていて、なんとなく環境によさそうな印象を与え
るのではないかと思われる。だがしかし、古い家屋を
訪ねて感じるのは、現代的な快適な暮らしを得ようと
するには、近年の光熱費の上昇が生活する上でのラン
ニングコストを大きく圧迫する設計となっていること
である。
　近年の住宅設計で使われる「断熱・気密・換気」と
いうフレーズがある（6）。後述するが、古い家屋では
屋根、天井裏、外壁、窓、床の断熱が殆ど行われてい
ない。
　まず、断熱が行われていないと、室外の気温変化を
室内にもたらすだけでなく、冷房や暖房など、室温を
調整したとしても熱エネルギーが壁や窓を通じて室外
に逃げてしまうため、快適な室温を保とうとするには
光熱費が余分にかかることになる。
　また、気密は空気の逃げ道となる隙間が発生してい
ないかという点である。古い家屋では通気性を得るこ
とで、木造の建物での湿気によるカビ等への対策や冷
涼さの獲得につなげていたが、断熱と同じく冷房や暖
房によって快適な空調（湿度も含む）を実現しようと
すると、ロスを防ぐために気密も重視する必要がある。
　換気に関しては、断熱や気密を行うことにより、空
調重視の暮らし方になることによって、窓による換気
が減っても二酸化炭素濃度を低く保つことができるよ
う、機械設備による換気を用いることである。シック
ハウス症候群への対策として、2003 年の建築基準法
の改正により換気設備設置の義務付けがされている
が、換気によって外部の空気を取り込む際に発生する
気温差に対して、熱交換換気システムを用いることで
対策が可能となっている。
　小原（2015）によると2012年の国土交通省推計デー
タでは、断熱の建築基準が定められる 1980 年以前に
建設された建物は 2012 年にあった全ての建物のうち
4割あり、持主が適切な改修をしていなければ機能性
が劣る無断熱であり、耐震基準の問題も踏まえると、
中古住宅のリノベーションは困難な面があるとしてい
る。
　A氏の怒和島の物件では、カフェを早く開業した
かったため、改修の際（準正課プロジェクトで訪問す
るよりも以前である）に 1階部分の床の断熱改修は行
わなかった。古い家屋では床板の下は根太と大引きと
いう枠状のものしか使われていないため、床下の寒さ

　松山市から委託を受けている内容は、所有者からの
登録依頼対応、物件調査、HP掲載資料の作成、サイ
ト管理、購入（賃貸）希望者の対応、移住者のアフ
ターケアである。空き家バンクの運営そのものは松山
市からの委託事業として行っているため、所有者や購
入（賃貸）希望者が空き家バンクを利用することに関
して手数料は発生しない。YouTube チャンネルは自
主事業として行っており、空き家物件の紹介だけでな
く、離島の生活事情についても情報発信を行ってい
る。YouTube チャンネルは国内だけでなく海外から
も視聴されており、自主事業であることから広告収入
の獲得につながっている。
　購入（賃貸）希望者はNPO法人農音や所有者の立
ち会いのもと内見を行い、所有者と購入（賃貸）希望
者の条件のすり合わせが済めば、契約手続きを行うこ
とになる。所有者と購入希望者の契約手続きに当たっ
ては、中島在住の司法書士を紹介している。
　離島という一次産業が中心である土地柄、所有者が
農地を相続して所有していることも多い。島外に転出
していると尚更のことであるが、家屋の処分と同時に
農地も処分したいが、購入希望者が新規就農を希望し
ない限り家屋と農地をセットで処分することは難し
く（5）、空き家バンクで扱う物件の半分ほどでそういっ
た事例があるとのことである。NPO法人農音では、
空き家バンクへの登録時点で、「農地と家をセットで
手放そうと考えるとハードルが高くなるので、分けて
考えて、まずは家を手放し、農地のことは後回しにす
るのが良いと思いますよ」ということを所有者に伝え
ることで、空き家バンクへの登録のハードルを下げて
いる。
　次に、株式会社忽那水軍は、「離島の空き家」を通
じて空き家の取得をしたことをきっかけに、忽那諸島
で地域活性化に関する事業を行おうとしている団体で
ある。代表者がこれまで舞台設営、カメラマン、建築
業の施工管理、不用品回収、ヨーロッパからの次世代
モビリティの導入等、様々な事業を行ってきたことに
ついて、人生の終盤を迎えるにあたり、次世代の育成
をしながらそれまでの経験を活かして忽那諸島を舞台
に地域活性化に取り組んでいる。すでに「離島の空き
家」を通じて取得した怒和島の物件では、島民向けに
カフェを開業し、民宿としても営業許可を得ようと準
備している。その他に中島にも数件物件を取得してお
り、二神島でも物件を取得しようとしている。
　準正課プロジェクトでは、NPO法人農音のT氏と
株式会社忽那水軍のA氏から、離島の情勢や家屋の
改修作業について指導を受けた。A氏が所有する怒
和島の物件では、改修作業を実際に体験し、作り上げ
るまでの場をお借りし、あわせて宿泊場所としても提
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や湿気が床上にもたらされ、冬は灯油ストーブを 2、
3台稼働させなければ寒い。離島という灯油を購入す
るにも機会が限られる地域では、光熱費そのものだけ
でなく買い出しに行く手間という面でも、不便さを実
感する場面ではないかと思われる。

（2）気候変動への対応としての設備
　古い家屋を改修する際に導入できる設備かどうかは
予算の制約によるが、身近な例として窓ガラスを取り
上げたい。

図 1	（左）愛媛大学内のグリーンホールの窓ガラス
	 （右）研究室の窓ガラス

　図 1の左の写真は愛媛大学のグリーンホール（ネー
ミングライツ制度により 2025 年度からコラボハウス
ホール）の窓ガラスである。2021 年度に改修工事を
行い、複層ガラス（ペアガラス）を用いているが、金
属サッシとなっている。右は研究室の窓ガラスであり、
単層ガラスで金属サッシとなっている。研究室はフロ
アの南側と北側で寒暖の差が激しく、特に日中の南側
では夏の日差しが窓から熱をもたらしているのが体感
でよくわかる。
　このように、窓等の開口部における熱の流失入は住
宅全体の 6〜 7割に及び、大きな割合を占めるとされ
ている。これは日本の住宅の窓の約 7割が、熱の流失
入量が大きい「アルミサッシ＋単層（1枚）ガラス」
の組み合わせであることが原因とされている。
　これらの窓ガラスを、複層ガラス（ペアガラス、あ
るいはトリプルガラス）と樹脂サッシ（あるいはアル
ミ樹脂複合サッシ）にすることで、熱流失入量を減ら
そうとリフォーム支援事業が環境省、経済産業省、国
土交通省の事業として行われている（先進的窓リノベ
事業等）。一般住宅においては、浴室や脱衣場でこの

ような改修を行うことでヒートショックを防ぐ効果も
あり、光熱費だけでなく健康にも効果が見込めると言
われている（7）。国の事業に加えて、都道府県や市町
村によっては独自に補助事業を行っているものもあ
る（8）。
　その他、大学キャンパスによっては、ZEB（Net 
Zero Energy Building［ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル］）実証事業に採択され、基準一次エネルギー（空
調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）の消費量を
削減したもの【省エネ】と、エネルギーを創ったもの
【創エネ】をプラスして、正味で 100％以上省エネし
ようとしているビルに建て替える取り組みもあり（住
宅向けには ZEH［ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ
ス］）、建物の設備そのものを更新しなければ光熱費の
削減や脱酸素を実現することは困難であることを示し
ている。
　しかし、近年の資材費や人件費の高騰、法規制に対
する対応の必要性により、住宅を含めた建設費全般は
高騰（9）していることから、誰しもが新築の住宅を手
にすることができるかというと、困難な局面になって
いると思われる。その一端には、建築業の従事者が減
少することで「家」の建設や維持に必要な技術へアク
セスするために、これまでよりも高いコストを支払わ
なければいけなくなることが見込まれる、という側面
もある。そのため、本プロジェクトでは空き家バンク
に掲載されるような（つまり、一般的な不動産売買に
よるマーケットでは価値形成が困難な）廉価な物件に
対して、いくらかの環境問題へ配慮する観点から行う
改修を、DIYで可能な範囲で作業を行うことにより、
将来的に「家」とどう関わるかを検討する機会として
取り組んだ。

3．実際の島への訪問と作業内容
（1）第 1回
　第 1回の訪問は 2024 年 11 月 14 日に、学生 2名と
行った。松山市中島地区を訪問し、中島リサイクルセ
ンター、空き家、借り手のついた空き家、権利移転の
すんだ空き家の見学を行った。
　中島リサイクルセンターの視察から、松山市の陸側
とは異なるシステムで運営されていることがわかっ
た。忽那諸島では、可燃ごみにあたるゴミは、各島か
らゴミ収集車であるパッカー車で回収し、フェリーに
乗せて松山西クリーンセンターで焼却するため、現在
は中島リサイクルセンターでは焼却は行っていない。
それ以外のゴミは全て中島リサイクルセンターに集め
られる。粗大ごみを含めて各島で収集した分と、持ち
込み分をリサイクルセンター内で分別している。
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図 2　持ち込まれた埋め立てごみや布団の山

　資源ごみとして回収されたプラごみや空き缶、空き
瓶は、リサイクルセンターで機械化されている行程も
あるが、汚れ落としやタバコの混入などを人力により
清掃し、資源として買取業者に販売される。自転車も
粗大ごみとして出され、部品取りなどでまだ使えそう
なものもみられるが、一度ごみ回収されたものは、一
応は市の財産となるため、市民向けにはそういった再
利用に活用されることはない。
　視察した際は、粗大ごみで持ち込まれたものはどれ
も使用感があり、使用したいと思えるものはないよう
に見えたが、まだ使用可能な物品を無料で物物交換で
きる場所があると、廃棄せずにすむ分もいくらかある

のではないかと思われた。
　その後、A氏が取得しようとしている物件の内部
を見たり、隣接している空き家で倒壊しかけているも
のを見るなどして、管理の行き届かない不動産のなれ
の果てを見ることができた。空き家は次の借り手がつ
かなければ、家がまるごと廃棄物になってしまう。昔
は人口 1万 2千人がいた島で、2千人まで人口が減っ
ている現在、空き家が発生するのはやむを得ないとは
いえ、いま手を打てば維持できる空き家は多くあるこ
とを実感した。

図 4　倒壊しかけている空き家

（2）第 2回
　第 2回は 2024 年 12 月 21-22 日に、学生 3名と怒和
島地区を訪問し、A氏の取得している元空き家の壁
を塗るワークショップを行った。
　A氏がすでに手がけた部分の解説を受け、実際に

図 3　�まとめられたプラス
チックごみと自転車
の山

図 5	（左）壁紙を剥がした壁塗り前
	 （右）壁塗り後（塗料不足により中断）
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作業を行い、家を適切に管理・補修することが、快適
に過ごせるだけでなく見栄えも改善され、気分の向上
につながることを実感した。また、左官道具を使って
漆喰や塗料を使って壁を塗るには、前準備として周囲
の養生がとても重要なことなども、実際に教えてもら
いながら体験することができた。
　しかし滞在している間に、古家では気密性が低く冬
の生活は非常に過ごしにくいことも実感し、最近の新
築建物で重要視されている断熱や遮熱、気密の必要性
についても問題意識が高まった。古い家は室温を調整
するためにエネルギーロスが大きく、環境負荷が高い
という実感を得られた

（3）第 3回
　第 3回は 2025 年 1 月 25-26 日に、学生 5名と怒和
島地区を再訪した。

　前回、滞在している間に古家では気密性が低く冬の
生活は非常に過ごしにくいことも実感したが、今回は
断熱の仕組みや構造を学び、実際に断熱施工する際に
使われる素材を見せてもらい、A氏の建物で改修の
際に用いられたペアガラスに実際に触れながら、寒さ
だけでなく暑さもどうしのぐかについて気づきを得る
ことができた。壁塗りを行う部屋には、別の建物とほ
ぼ接している大きな単層窓ガラスがあるが、採光機能
はないため、スタイロフォームをべたうちすることで、
室内から断熱を図ろうという計画を聞かせてもらった。
　その後、壁塗りの続きを行い、機材の安全な使い方
を教えてもらってから、床板を切って腰壁も作成し
た。腰壁は内壁の一部として断熱機能を持たせること
ができるのと同時に、壁表面の強度を高め、家具の取
り回しの際などに壁に穴が開くことを防ぐことができ
るという説明を受けた。

図 6	（左）無断熱の外壁の模型
	 （中）断熱材としてグラスウール（ガラス繊維）を模した綿を入れた外壁の模型
	 （右）断熱材としてスタイロフォームを使い外壁の付加断熱をした模型

図 7　塗りおえた壁 図 8　デッドストックの床板を設置型丸鋸で切断した
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4．本プロジェクトの意義と今後の活動計画
　 2024 年度は準正課プロジェクトを通じて、学生が
忽那諸島に訪問する機会を設けることができた。松山
市に住んでいても、用事がなければ訪れる機会がない
のが忽那諸島であるが、見渡すばかりの柑橘の樹園地
や砂浜などの景観や、嵐による荒天も体験することが
できた。冬の風は築年数不明の木造の建物を揺らし、
耐震性についても思いを馳せることになった。また、
ほとんどの学生が賃貸の一人暮らしをしているなか
で、現在住んでいる部屋をどうしたら改善できるかど
うか、家を引き払う時に復旧可能な範囲で何ができる
かどうかの話し合いを行うなど、「家」の問題を身近
に考えることができた。実家の「家」についても、考
える機会になったようである。
　また、空き家を取得することで、創作（改修）の場
として交流が生まれることも推察された。森（2024）
の報告のように、大学サークル等の団体が改修場所の
提供を受けて活動しているが、建築の技術や知識を
持った人材とネットワークを持つことができれば、身
近な場所でも活動できるのではないかと思われる。し
かし、建物という性質上、取得した持主の意向を反映
することが求められることも考えられ、そのあたりに
頓着しない持主がいるかどうか、あるいは廉価でア
フォーダブルな物件を、活動場所として自ら得るとい
うことも必要かもしれない。A氏からは、怒和島の
別の物件をまるごと学生の活動場所として使って良い
から、改修後の利用計画を想定したうえで改修を行っ
てみないかという提案もあったが、怒和島まで頻繁に
学生が通うのは困難だと思われ、その案は立ち消えと
なった。公共交通機関があるとはいえ、所要時間と交
通費は検討材料になるであろう。
　 2025 年度は、A氏の地域活性化プランの一つとし
て中島の流木回収やカフェのベンチなどの制作に参加
する予定である。飲食店などの滞在施設があることは、
過疎地においても観光客だけでなく住民の余暇活動の

場や日常生活と切り離せる場になると考えられる。農
村部への移住・定住を検討する際に重要だとする人々
もいることから、そういった施設の設営に関わること
は農村の活性化につながることを期待して、今後も活
動したい。

図 9　�切り揃えた床板をコンプレッサーで打ち付け、腰
板ができた

注
（1）全国賃貸住宅経営者協会連合会 2023 年 6 月版資料

より。
（2）減便前は 1 日 5 往復していたが、大浦発の高速船は

早朝と夜間の最終便のみ運航、高浜発の高速船は夜間
の最終便のみの運航に減便した。平日のみ、高浜発の
早朝の高速船は運航しているが、HP 等への記載はな
く、通勤・通学で大浦に通う乗客への配慮が行われて
いるとみられる。

（3）減便前は 1 日 5 周していたが、早朝便と夜間の最終
便が当面の間運休となっている。

（4）離島経済新聞社 HP より。
（5）農業経営基盤強化促進法の一部改正（令和 4 年 5 月

27 日法律第 56 号）にともない、都府県で 50 ａ（2009
年の農地法等の改正により市町村の農業委員会が「別
段の面積」として特例的に 10 ａや 20 ａなどに変更可
能となった）、北海道は 2 ha に定められてきた農地取
得下限面積の基準が 2023 年 5 月より撤廃された。か
つては都府県では農地を取得するには 50 ａからしか
取得できず（最低、その規模の農地面積がないと効率
的かつ安定的な農業経営が営めないとみなしていたた
め）、全くの新規就農者が経営開始当初から限られた
資本と労働力で取得した全ての農地を効率的に使え
るかは非常に危うく、借地による新規就農が一般的で
あった。それが現在では、下限面積が撤廃されたこと
で、新規就農者が小面積の農地を取得し徐々に経営の
安定化を図ることが可能となっている。ただし、営農
目的でなければ新たに農地を取得できないため、農村
部の移住希望者が農地を取得する場合には、農業をど
の程度行う意欲を有しているかを市町村の農業委員会
が見極めた上で、手続きが行われている。一方で、農
地の耕作放棄の程度がひどく、すでに農地の用途を果
たしていない場合は、手続きを行った上で雑種地に農
地を転用し、権利移転をすることもできるが（その土
地を引き受けた場合には農地よりも高い固定資産税を
支払うことになる）、農林水産省は農地の総量を確保
する立場であるため、容易に進められることはない。
しかしながら、2025 年 3 月までに策定が行われた地
域の農業の将来ビジョンを描く「地域計画」では、こ
れまでの「担い手」と呼ばれる認定農業者を中心とし
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た大規模経営体だけでなく、小規模経営体や兼業農家
等についても地域の「農業を担う者」と位置づけた。
農文協（2023）はこれらの下限面積の撤廃と地域計
画の制度化の動きから、多様な主体が農業に関わる場
が増えることを期待しており、農村部の家屋を取得す
るに当たって農業に積極的に関わる市民が増えてほし
いという意味で、筆者も同じ立場である。

（6）コロナ禍以降の社会情勢を踏まえて、脱炭素、家計、
健康の観点から住宅設備の必要性についてコンパクト
にまとめたものとして高橋（2024）がある。

（7）国土交通省資料より。
https://www.mlit .go. jp/jutakukentiku/house/
content/001596205.pdf

（8）鳥取県のとっとり健康省エネ住宅「NE-ST」に関す
るリーフレットはコミカルでわかりやすい。
https://www.pref.tottori.lg.jp/ne-st/

（9）荒川（2025）によると、日経アーキテクチュアの
試算では、注文住宅を建てた人の建築資金と、分譲住
宅を買った人の購入資金の推移について、注文住宅の
建築資金は、20 年度以降急激に上昇している。

参考・引用文献
荒川尚美（2025）「価格上昇で注文住宅は高根の花、規
格住宅やセミオーダーにシフト」日経クロステック、
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00263/ 
021800006/

小原隆（2015）「リノベブーム再考（2）中古に「当た
り」は少ない」日経クロステック、https://xtech.nikkei.
com/kn/article/knp/column/20150213/691929/
高橋真樹（2024）『「断熱」が日本を救う 健康、経済、省
エネの切り札』集英社新書
農文協（2023）「農文協の主張」https://www.ruralnet.
or.jp/syutyo/2023/202305.htm
森元一（2024）「霧島市横川町猪俣医院母屋 空き家改修
報告」第一工科大学研究報告 （第 36 号），67-74, 2024-05
　https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/2000202
米山秀隆編著（2018）『世界の空き家対策』学芸出版社



愛媛大学社会共創学部紀要編集委員会内規

(設置)
第１条　社会共創学部（以下「本学部」という。）に、紀要編集委員会（以下「委員会」という。）を置く。

(審議事項)
第２条　委員会は、紀要の編集・発行に関して必要な事項を審議し、実施する。

(組織)
第３条　委員会は、本学部の各学科より選出された教員各１名をもって組織する。
２　前項の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任

者の残任期間とする。
３　委員会が特に必要と認めるときは、委員会が指名する者を委員として加えることができる。この委員の任期

は委員会が定める。

(委員長)
第４条　委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。
２　委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
３　委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(議事)
第５条　委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開くことができない。
２　議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理者)
第６条　第３条第１項の委員が委員会に出席できないときは、委員長に申し出て代理者を委員会に出席させるこ
とができる。この場合において、代理者は同項の委員とみなす。

(委員以外の者の出席)
第７条　学部長は、委員会に出席することができる。ただし、議決には加わらない。
２　委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)
第８条　委員長は、委員会で審議した事項について、その結果を学部長及び企画運営委員会に報告しなければな
らない。

(書記)
第９条　委員会に書記を置き、委員の互選によって選出する。
２　書記は、委員会の議事録を作成し、委員長の確認を経た上で、議事録を保管する。

(雑則)
第10条　この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

　　　附　則
　この内規は、平成28年７月26日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、令和４年９月30日から施行する。

［平成28年７月26日制定］



愛媛大学社会共創学部紀要投稿規程

　愛媛大学社会共創学部紀要（以下「紀要」という。）を、愛媛大学社会共創学部（以下「本学部」という。）の
教員などの研究成果等を発表するために発行する。紀要の編集・発行等の業務は、愛媛大学社会共創学部紀要編
集委員会（以下「編集委員会」という。）が行う。

１．投稿の資格
　責任著者（Corresponding author）は本学部教員に限る。責任著者は、論文の内容および投稿、論文の審査
や出版に関する編集委員会からの連絡に対応する責任を有し、出版後も論文に対する問い合わせ窓口となる。
また、筆頭著者以外の著者でも責任著者となる資格を有する。
　筆頭著者については、本学部教員に加えて本学部生および本学部の卒業生もその資格を有する。その他の共
著者については、本学部教員以外の愛媛大学所属者を含んでもよい。また、特段の事情によって愛媛大学に所
属しない共著者を含める場合は、事前に編集委員会の了承を得るものとする。

２．原稿の作成
　１）執筆の方法
　　　原稿は、別途定める執筆要領に基づき、執筆するものとする。
　２）使用言語
　　　原稿は、和文または英文とする。特段の事情によって他の言語を用いる場合は、事前に編集委員会の了承

を得るものとする。
　３）論文の種別
　　⑴論説
　　　学術的に価値ある研究成果をまとめたものとし、未発表のものに限る。
　　⑵フィールドワーク・インターンシップ実践報告
　　　本学部における教育活動ないし地域貢献などを目的に実施したフィールドワークやインターンシップの実

践例をまとめたものとする。
　　⑶資料・学部記事
　　　上記種別の他、学術・教育上、あるいは地域貢献などに関わる内容で、本学部の運営に寄与すると編集委

員会が認めたものとする。
　４）ページの上限
　　　「論説」は完成原稿でA４版12ページ、「フィールドワーク・インターンシップ実践報告」「資料・学部記事」

は同５ページを上限とする。特段の事情によってこれを超過する場合は、編集委員会の了承を得るものとし、
超過分の経費は著者負担とする。

　５）論文の審査
　　　「論説」原稿の採否は、編集委員会が選出する査読者による審査を経た後、編集委員会が決定する。
　６）校正
　　　校正は、原則として著者自身が行うものとする。

３．発行
　１）論文の公開
　　　論文は全て電子ファイル化したものを完成原稿とし、このファイルを本学部ホームページ上に公開した時

点をもって紀要の発行とする。紀要全体の印刷媒体は発行しない。また、紀要の発行は、原則として年２回
とし、第１巻第１号、第１巻第２号のように表記する。

　２）著作権など
　　　著作権は、掲載受理された段階で本学部に帰属するものとする。

　　　附　則
　この規程は、平成28年７月26日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和４年９月30日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。

［平成28年７月26日制定］



愛媛大学社会共創学部紀要執筆要領

１．使用言語は、原則として日本語あるいは英語とする。

２．記載順序
　　原稿は、題目（和文及び英文）、著者名（フルネーム、日本語及び英語の両方、責任著者の右肩に＊を付記
する）、著者の所属（社会共創学部教員は学科名、それ以外の者は正式な所属機関名とし、日本語および英語
の両方の名称を記入する）、要旨（和文は400字程度、英文は150語程度）、キーワード３～５語（日本語及び英
語の両方）、本文、引用文献の順に記入する。謝辞などを記入する場合は、引用文献の前に入れる。

３．体裁
　　句読点の種類は「、」と「。」とする。章節項などの構成、図表の体裁、注釈の付け方、引用文献の記載方法
などは、著者が所属する学会等が定める形式に従うものとする。なお、刷上り原稿は、Ａ４サイズ２段組のレ
イアウトとなる（題目、要旨などを除く）。

４．図および表
　　本文の内容に沿った図および表を原稿に含めることができる。写真については、原則として図に含める。

５．原稿の提出方法
　　第２～４条に沿った打出し原稿１部を、紀要編集委員会が定める期日までに提出する。なお、著者自身が完
成原稿の体裁に整える必要はない。原稿が受理された後、原稿の電子データ等一式を紀要編集委員会に提出す
る。

６．投稿規程第２条第４項に定めるとおり、刷上り時のページ上限を上回る際の超過分の経費は著者負担とし、
その額は必要な経費に応じて紀要編集委員会がそのつど決定する。

　　　附　則
　この要領は、平成28年７月26日から施行する。
　　　附　則
　この要領は、令和４年９月30日から施行する。
　　　附　則
　この要領は、令和６年４月１日から施行する。

［平成28年７月26日制定］
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